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────────────────────────────── 

午前９時30分開議 

○議長（荒川 政義君）  改めまして、おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（荒川 政義君）  日程第１、一般質問を行います。 

 質問の通告は８名であります。通告順に質問を許します。６番、岡﨑裕一議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  おはようございます。議員番号６番、岡﨑裕一でございます。本

日は、一般質問のお時間をいただき、ありがとうございます。朝１番目で、大変緊張しておりま

す。聞きづらい点は、御容赦いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 周防大島町議会議員をさせていただきまして１年が経過いたしました。この１年間は、町民の

皆様、執行部の皆様、議長をはじめ先輩議員、同僚議員の皆様方に支えていただくばかりの１年

だったように思います。これからは、教えていただいたことを生かし、皆様のお役に立てるよう

精一杯頑張ってまいります。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 １点目は、負担の少ないがん検査について質問いたします。２点目は、イノシシの効率的捕獲

の方策について質問いたします。 

 まず１点目、私は希望する町民の皆様が、がん検査をもっと気軽に負担なく行えるようにと願

っております。がん検査を受けることに対するハードルを下げ、検査に行きやすい環境をつくる

ことを目標としています。 

 方法として、Ｎ─ＮＯＳＥという検査を提案させていただきます。１ミリメートル程度の線虫

という生物は、がん患者のおしっこ、尿に反応する特性があります。この尿１滴で全身１５種類

のがんが９０％近い精度で分かるというものです。しかも、なかなか見つけにくいとされている

ステージ０や１などの早期がんにおいても高感度が報告されている優れもので、早いうちに体の

どこかにがんができ始めていないか、一次スクリーニング検査という形で行います。 

 現在の医療では、早期発見されたがんは、ほぼ治る病と言われております。価格は１人当たり、
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１万１,０００円と従来の全身がん検査としては安価です。従来のがん検査は１か所ずつ検査し、

苦痛を伴うものや、時間的にも負担のかかるものもあり、全身の検査になると約１０万円と高額

であり、気軽に行えないのが現状です。 

 今では、Ｎ─ＮＯＳＥ検査は、雑誌やテレビでも時々見受けられるようになりました。このす

ばらしい技術が、もう手の届くところまで来ております。町民の皆様の希望者全員がこの検査を

受けることができるように、何とぞ前向きに御検討いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 ちなみに、先日、某週刊誌において、この検査の誹謗中傷記事が掲載されておりましたが、事

実無根の内容であると、担当者の方がきっぱりと申しておりました。 

 次に、２点目、イノシシの効率的捕獲について。 

 イノシシの被害が拡大・悪質化しております。もっとイノシシを効率的に捕獲できるよう、猟

師さんの負担を減らす方策をお聞きします。 

 猟師さんは、設置したわなを毎日、自分で見て回らなければなりません。それが非常に負担に

なるそうです。猟師さんの見回り負担を減らすため、毎日の見回りは畑や山の持ち主、農業者の

方に行っていただく。当然、設置は安全のため、猟師さんにしていただきます。そして、イノシ

シが捕まっていれば、猟師さんや担当者に連絡し、処理をしていただくというのはいかがでしょ

うか。農業者の皆さんは、かけてほしいところにわなが設置でき、猟師さんにとっても、毎日見

て回る手間が省けます。 

 猟師さんになる方がなかなか増えない中、依然イノシシ被害は減少していないように思われま

す。また、近年、人を恐れていない固体や知恵がつき古い柵では壊してしまう固体も見受けられ、

守るだけでなく、一刻も早く捕獲をする必要があります。 

 イノシシ被害への根本的な対策として、猟師さんの負担をもう少し減らせれば、もっとたくさ

んのイノシシを捕獲できるのではないかと考えます。このような方策が実現できるかどうか、御

質問いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  それでは、岡﨑議員の負担の少ないがん検査についての御質問にお答え

をいたします。 

 がん検診は、健康増進法第１９条の２に基づく健康増進事業として市町村が実施することとさ

れており、国はがん予防重点教育及びがん検診実施のための指針を定め、市町村による科学的根

拠に基づくがん検診を推進しております。 

 また、市町村は、同指針や健康増進事業実施要領に基づき、胃がん、子宮がん、肺がん、大腸

がん、乳がん検診を実施しております。 
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 岡﨑議員より御提案をいただきましたＮ─ＮＯＳＥ検査は、受診者において負担の少ない検査

であると考えておりますけれども、現在のところ、国の指針には定められておりません。 

 よって、町の検診として実施をするということは、現状ではできませんので、どうぞ御理解を

賜りますようお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  岡﨑議員のイノシシの効率的捕獲の方策についての御質問にお

答えいたします。 

 本町では、イノシシの被害があった場合、町より被害地近くの捕獲従事者に依頼し、その後、

依頼者と捕獲従事者とで現地の状況等を確認しながら、可能な限りわなを設置し、捕獲に当たっ

ていただいております。 

 しかし、状況によっては、民家や道路の近くなど、わなの設置ができない場合もあります。 

 御質問のありました効率的な捕獲活動は、法的な制限もあることから、地域の皆様や土地所有

者の御理解と御協力を得ながら地域が一体となって進めなければならないと考えています。また、

防護柵の設置後も、侵入防止に効果が出ていない場合等については、周防大島町農林課へ御相談

をいただけたらと思っております。 

 現状の現地の状況や防護柵などを再確認して、専門的なアドバイザーに助言をいただくなど、

対策を検討したいと考えております。 

 次に、捕獲従事者の負担軽減についてですが、御存知のとおり、狩猟免許を取得していない一

般の方は、法的にわなの設置はできません。わなの見回りは危険が伴うため、わなの知識がある

狩猟免許の取得者が行うことが望ましいと考えます。また、法に基づく取扱いの注意事項として、

設置者は管理できる地理的範囲内、数で設置しなければならないとされております。 

 このようなことから、現在は、捕獲者以外の方が、わなに捕獲されているなどの状況を見かけ

た場合は、わなの設置者または周防大島町農林課へ御連絡をいただけましたら、早急に対応でき

る体制にしております。 

 こうしたイノシシなどの目撃情報や被害情報などをいただけることが、捕獲従事者の負担軽減

になり、効率のよい捕獲につながると考えております。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  どうもありがとうございます。 

 すいません、がん検査について、再質問をさせていただきます。現在、何の検査を年間何名ぐ

らいで実行されておられますか、教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  がん検査は、年間何人ぐらいかということの御質問でございま
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すので、国と比較をするために、令和元年度の地域保健・健康増進事業報告に基づいて、本町と

国とを比較をした形で申し上げたいと存じます。 

 まず、肺がん検診、４０歳以上の方でございますが、受診者５６７人、受診率が本町は

１０.２％、全国の受診率は６.８％となっております。胃がん検診、４０歳以上の方、受診者

１９９人、受診率７％、全国の受診率は７.８％でございます。大腸がん検診は、４０歳以上の

方で受診者が４５０人、受診率８.１％、全国の受診率は７.７％でございます。子宮がん検診、

２０歳以上の女性の方で受診者が２１３人、受診率１２.１％、全国は１５.７％でございます。

乳がん検診、４０歳以上の方、女性の方で受診者数が２２２人、受診率１７.０％、全国の受診

率も１７.０％となっておりまして、胃がん検診それから子宮がん検診において、受診率が全国

より低い状況となっております。 

 そのほかにも、がん検診として、前立腺がん検診、脳ドック検診等々を行っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  ありがとうございます。 

 ２つほど聞きたいんですけれど、検査する方が少ないように思われますけれど、なぜだとお考

えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  本町では、年度のはじめに受診啓発のためのチラシを同封をい

たしまして、がん検診等々の受診希望調査を実施をいたしまして、申込みをされた方に御案内と

予診票を送付をしているところでございます。 

 受診率が低いという理由でございますが、受診をする、検診を受ける時間がない。それから健

康であって検診の必要性を感じていない。もし心配なときは、受診も検診も自ら受けることがで

きる。そして、町のほうでどうしても日時指定をされる。それから、先ほど岡﨑議員の提言のほ

うにございましたが、検査が苦痛であるといったようなことがあるというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  ありがとうございます。 

 検査において、どれぐらいの人数が適正と考えられますか、また、今後検査する際の年間目標

人数は何名でしょうか、教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  検査においてどれぐらいの方が受けるのが適正と考えるかとい
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った御質問でございますけれども、令和２年度に第２期健康増進計画の後期計画というものを策

定をしております。この受診率でございますが、目標年度でございます令和７年度の目標値とし

まして、５年前の前期計画の基準値に１０％を上乗せをするという形で、肺がん検診については

２１％、胃がん検診については１５％、大腸がん検診は１９.５％、子宮がん検診は２１.９％、

乳がん検診は２８.２％を掲げているところでございます。 

 なお、本町の死因の第１位はがんでございまして、現在５人にお１人の方が、がんで亡くなっ

ている状況でございます。岡﨑議員がおっしゃるとおり、町民の命と健康を守るうえでも、がん

検診の受診率の向上が特に重要な課題となっておるところでございます。 

 そのためには、町で行っておりますがん検診、また、今回御提案いただいております一般のが

ん検査を含め、受診しやすい体制や環境づくりが重要であるというふうに考えております。 

 現状より少しでも多くの方が受診されるように、また、がんの早期発見・早期治療が行えるよ

うに、今後もがん対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  御答弁ありがとうございました。今や２人に１人が、がんになる

と言われています。今の実施は難しいとのことですが、いずれはＮ─ＮＯＳＥ検査を全町民の皆

様にできないかと思っております。２、３年も続ければ、町民の皆様にいきなり末期がんが発見

されてしまうなどの悲劇が起こらなくなるのではと期待しております。新型コロナウイルス感染

症の影響で病院に行くのもためらわれ、ますます検査から遠のくのではないでしょうか。 

 このＮ─ＮＯＳＥ検査を気軽に受けるための課題といいますか、問題点は、検体を広島の拠点

に輸送する手間がかかるということです。 

 全国に先駆け、昨年度より、東京２３区及び福岡県の全６０市町が家にいながらこの検査を受

けられるサービスを試行段階ですが、開始する予定です。この会社の代表、広津さんは、ここ周

防大島町出身の方です。かなうのであれば、ぜひともこの周防大島町にこの拠点を誘致できれば

と思っております。 

 提案ですが、例えば町立病院で取り組むことができれば企業誘致にもつながり、町立病院の活

性化にもつながると考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  石原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石原 得博君）  Ｎ─ＮＯＳＥ検査につきましては、岡﨑議員がおっしゃられ

るように、がんの一次スクリーニング検査としては、受診者にとって負担の少ないものと思って

おります。 

 現在、この検査は、健康保険適用外となりますので、診療、検診等に採用できませんが、町立
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の保健医療機関として対応できるか、前向きに検討していきたいと思っています。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  ありがとうございます。前向きな御答弁、感謝いたします。周防

大島町を健康年齢の高い町にする、そうすることによって医療費の圧縮にもつながり、何よりも

町民の皆様の幸せにつながればと願っております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、イノシシの捕獲について再度質問をいたします。 

 現在、町として確保しているわなは何基ありますか。また、イノシシの処理はどのようにお考

えでしょうか、お聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  現在、町が保有をしております箱わなにつきましては、令和

３年度現在、１２９基購入しております。そのうち１０８基を既に町内各所に設置をしておりま

して、そのうちといいますか、残り５基が、更新が必要、修理が必要な状態で、今保管をされて

おります。残りの１６基は、今年度新たに捕獲従事者になられる方に設置をお願いする予定でお

るところであります。 

 それから、イノシシの処理についてですが、現在は、捕獲者の方に埋設をしていただくことを

基本としております。 

 ただし、岡﨑議員の先ほどの御質問の中にもありました、捕獲者の負担軽減、これは、穴を掘

って埋めることもかなりの御負担をかけていると思っております。また、捕獲者が高齢化してお

りますので、その辺も含めて焼却処分であるとかといったことは検討していきたいと思いますし、

現在、ちょっと検討を重ねているところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  ありがとうございます。 

 今現在、猟師さんはお１人平均で何基のわなをかけておられますか。もし少ないのであれば、

なぜかもお聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  本町での捕獲用のわなは、箱わなとくくりわなが主流になって

おります。 

 箱わなにつきましては、先ほど申し上げました町で購入した、そして、設置した数は把握して

おりますが、個人で購入をされて設置されている場合には、ちょっと町のほうでは把握できてお

りません。 

 それから、くくりわなにつきましても、個人が自分の管理の範囲内で設置をされておりますの

で、数については町のほうでは把握しておりません。 
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 ただし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣法には、１人が

設置できる数は３０基までということになっておりますので、基本的には最大でお１人３０基の

数があるというふうには想定できると思います。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  すいません、最後の質問になります。 

 これが一番聞きたいんですけれど、なぜ被害が減らないと考えますか、お聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  なぜ被害が減らないのかという御質問でございますけれども、

これは、あくまで数値の目安としてお伝えをしたいと思うんですが、毎年ＪＡ山口県が被害額と

いうものを算出します。参考までにその被害額について申し上げますと、平成３０年度が金額で

１,９２０万３,０００円、令和元年度が１,２２２万５,０００円、令和２年度が６６０万

１,０００円、この数値だけを見ますと、被害額というのは減少傾向にあるというふうにも捉え

られると思うんですが、この被害の算定というのは非常に難しいところがありまして、基本的に

は農業者からの訴えによって調べたりとか、ＪＡ山口県では、かんきつ等において本年度は何

アールとか何ヘクタールで栽培というか、育てますよということを届け出ていただきます。ＪＡ

山口県はそれを、その面積に応じた出荷量が少ないなというふうに感じたときには、ＪＡ山口県

からその農業者にお問合せをして、被害額を推定するという形式を取っておりますので、ただい

ま申し上げた数字が確実に適正な数値かというのはなかなか難しいところではありますが、この

数値で国にも報告をしております。非常に難しいところではあるんですが、現状はそういったと

ころになっております。 

○議長（荒川 政義君）  岡﨑議員。 

○議員（６番 岡﨑 裕一君）  農業者の中には、もう諦めムードもある程度広がって、イノシシ

被害が減っていないという意見が大半でございます。 

 防御のみで抑え込むのは難しく、以前の柵も老朽化しております。近年、ミカンの生産量も伸

び悩む中、一刻も早く対策を講じないと、畑に入られ荒らされたことをきっかけに栽培をやめて

しまう方もいらっしゃいます。産地として手遅れになることのないように、よろしくお願いいた

します。 

 後ほど、吉村議員が、猟師のプロの視点から、もう少し深く、厳しく、もっと分かりやすく御

質問されると思いますので、私も参考にさせていただこうと思います。重ねまして、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、岡﨑裕一議員の質問を終わります。 
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……………………………………………………………………………… 

○議長（荒川 政義君）  続きまして、５番、山根耕治議員。 

○議員（５番 山根 耕治君）  山根耕治です。今回も質問の機会をいただき、ありがとうござい

ます。 

 今回取り上げますのは、貧困の問題であります。私も、議員になる前からこの問題にはずっと

関心を持っておりました。 

 私の友人に、寺尾紗穂さんというシンガーソングライターで作家の方がいらっしゃいます。朝

日新聞の書評委員を務めた書評家でもあります。彼女は、学生の頃から貧困の問題に取り組んで

おられ、新型コロナウイルス感染症の拡大前は毎年「りんりんふぇす」という催しを東京で行っ

ておりました。私が参加した年は、その頃はまだ無名であった折坂悠太さんの弾き語りなどの音

楽の後に、路上生活の当事者の方を交えてのシンポジウムが行われ、貧困の現場にある方の声を

直接聞くことができました。 

 ある方は、首都圏の幾つもの巨大建築プロジェクトに、現場監督として外国人労働者を束ねて

活躍していたのですが、些細なけがから簡単に貧困の連鎖に陥ってしまいました。 

 日本では、貧困は自己責任とそう片づけてしまう人が多いのですが、現代の貧困は非正規雇用

の増加といった働き方の変化や家族環境や家庭の在り方、コミュニティーの関わり方の変化とい

った複合的な要因があり、誰もが身近に原因を持ち、容易に陥ってしまいかねないものです。 

 その貧困の問題の中から、今日はヤングケアラーについて質問をいたします。 

 ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き

受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている１８歳未満の子供と言われ

ます。 

 今年、「大豆田とわ子と三人の元夫」というテレビのドラマがありました。人気のあるドラマ

でしたので、御覧になった方も多いと思います。このドラマに、ヤングケアラーの経験を持つ登

場人物が出てきます。オダギリジョーさんが演じる投資ファンド会社の役員で、この方は１７歳

のときから両親を介護して、介護が終わったときには３０歳を過ぎていて、途方に暮れていたと

ころを会社の社長に救われたというそういう設定でありました。そのような設定を、なるほどそ

ういうこともあるよなと、テレビを見ている多くの人が受け入れてしまうほど、ヤングケアラー

の問題は社会の深いところで進んでおります。 

 もっとも、ヤングケアラーの問題というのは、今に始まったことではありません、昔からある

ことではありました。川端康成といえば、ノーベル文学賞を受賞した近代日本を代表する文学者

ですが、１０代の頃にヤングケアラーだった経験があります。川端は、物心つく前に両親を相次

いで亡くし、祖父に育てられます。しかし、旧制中学校に入学した１５歳のとき、祖父が寝たき
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りになり、身の周りの世話が川端少年に全てかかってくることになります。学校には通学してい

たものの、家では祖父の世話にかかり切りになり、入学するときは１番だった成績も、３年に進

級するときは下から数えて何番ということになってしまいます。 

 川端の場合は、１７歳のときに祖父が亡くなり、学費を提供してやろうという親戚もいたため、

旧制中学を卒業して予備校に通い、それから第一高等学校、東京帝国大学文学部と進み、在学中

に文藝春秋の創始者である菊池寛に認められて、新感覚派の作家として世に出ることになります。 

 川端は、祖父の死去によってヤングケアラーから抜け出すことができたのですが、それは

１７歳にして家族のいない天涯孤独の身となることでもあり、川端康成の文学に深い陰を落とし

ております。 

 これを言い始めると文芸評論になりますので、ここでやめておきますけれども、川端康成の時

代と現代が違うのは、一人一人と地域や家族との関わり方の変化に大きなものがあります。かつ

ては、地域の仕組みや親族との関わりで救われていたことが、現在はそうもいかないケースが増

えてきて、簡単に孤立してしまう現状があります。 

 そこで質問ですが、周防大島町におけるヤングケアラーの実態について把握しておられること

をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  山根議員のヤングケアラーの実態について御質問にお答えいたします。 

 山根議員御指摘のとおり、近年、子供と家庭をめぐる新たな問題として、ヤングケアラーが注

目されております。厚生労働省の資料によると、ヤングケアラーとは、法律上の定義はありませ

んが、一般に家庭にケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うようなケア責任を引き受け、

家事や家族の世話、介護のサポートなどを行っている１８歳未満の子供のことです。 

 本町におきましても様々な御家庭があり、気になる児童生徒の家庭生活の様子や変化について

は、常に学校と連携を取りながら情報を共有し、ケースによっては関係機関と連携し対応を進め

ているところです。 

 本町のヤングケアラーの実態につきましても、令和３年１０月に各小中学校の校長を通じて確

認をしているところですが、その結果、家族の世話等が原因で、学習や登校に支障がある児童生

徒については確認されませんでした。 

 今後も、学校との情報共有をこれまで以上に行い、学習や登校に影響が出る前に、必要に応じ

て関係機関と連絡を取り、適切な対応を行うこととしております。 

 家庭内のことで問題が表に出にくく、実態把握が難しいのですが、今後も個人情報やプライバ

シーに配慮し、コミュニティスクールの仕組みを生かしながら、学校や地域の方々、関係機関と

連携をしっかり取り、児童生徒の実態の把握と適切な対応を進めて、ヤングケアラーと言われる
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子供が存在することがないよう取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  山根議員。 

○議員（５番 山根 耕治君）  この問題は、家庭のことなどに立ち入ることになってしまうなど、

大変難しいことがあると思います。現在は、令和３年１０月の調査では確認はされていないとい

うことでありましたけれども、学校の先生、現場の先生方は日頃から授業や学校行事などでお忙

しい中、本当に大変とは思うのですけれども、現在は確認されていないとしても、何とか日頃か

ら気にしていただいて、そして、こういった問題がもし発生したならば、早期に把握して解決に

導くようにお願いしたいと思っております。 

 現代に貧困で悩む人というのは、周囲との関連が希薄になって、そして、団体をつくるなどし

て声を上げるわけではなく、１人ずつが孤立してしまったり、今の状況が、これが当たり前なん

だと思い込んでしまったりするために、見つかったときには状況が深刻になっていると、そうい

うことになりやすいと言われております。 

 重ねての質問ですが、今後、ヤングケアラーの状況を見つけたときに、改善のためにお考えに

なっていることを、具体的なところをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか、お願いし

ます。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  現在も、福祉部と連携を深めております。特に家庭教育相談員が、福

祉課にいらっしゃいます。それぞれ学校教員のＯＢですから、そういう方との情報共有とか、学

校訪問とか家庭訪問もしていただいております。また、社会福祉士として、俗称ＳＳＷといいま

す。そういう方にも関わっていただいています。もしも必要であれば、児童相談所の相談とか、

あるいは学校内でも、必要な場合はケース会議といって、関係者が集まる会議もございます。 

 山根議員がおっしゃったように、微妙な問題ではありますが、子供たちの成長に大きく関わる

ことでございますので、今後とも十分情報を共有しながら、いろんな手を考えて進めていきたい

と思っております。 

○議長（荒川 政義君）  山根議員。 

○議員（５番 山根 耕治君）  ありがとうございます。今後とも目配りを大切にして、関係機関

と連携しながら、もしこういった問題が起きましたら、早期に的確な対応をしていただくように

お願いいたします。 

 子供の貧困というのはヤングケアラーだけではなくて、様々な問題があります。統計では、全

国で７人に１人の子供が相対的な貧困状態にあると言われております。きちんとした食事が給食

以外に取れていない、子ども食堂、こういったものを利用する方も多くなっております。これは、

子ども食堂というのは、東京や横浜といった遠い都市の話ではなくて、山口県下でも、そういっ
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た子供に食事を提供する子ども食堂を開設していない市町は、阿武町と周防大島町くらいと言わ

れております。 

 昨年、天皇、皇后両陛下は、北九州市を拠点に路上生活者など貧困問題に取り組んでいるＮＰ

Ｏ法人抱樸の奥田理事長たちを皇居に招かれ、貧困の現場と実態についてお聞きになりました。

皇后陛下におかれましては、とりわけ子供の貧困に深くお心を寄せられ、予定の時間を延長して

まで御質問をされたと報道されております。 

 私が貧困、とりわけ子供の貧困について関心を寄せますのは、一人一人の子供が自分の可能性

を追及したいときに追及できるようにしてもらいたいという、そういう思いからであります。 

 冒頭で紹介しましたドラマで、ヤングケアラーの経験のある登場人物は、子供の頃数学が好き

で、数学者になりたいという夢があったのですが、両親の介護のために進学を諦めたと、そうい

う設定でした。貧困などの理由で、自分の可能性を諦めてしまう子供が、周防大島町では１人た

りともあってはならない、私もそういう強い気持ちでこの問題に取り組んでまいります。ぜひと

も今後ともお願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、山根耕治議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（荒川 政義君）  次に、２番、栄本忠嗣議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  失礼いたします。議席番号２番、栄本忠嗣でございます。本日も、

よろしくお願い申し上げます。 

 まず、１つ目の質問ですが、地区防災計画及び個別避難計画の作成について質問をさせていた

だきます。 

 近い将来発生が予想される南海トラフ地震や、年々増加する台風や大雨による風水害に備えて、

災害時それぞれ地区ごとに助け合える体制、仕組みづくりを構築し、一人一人が迷うことなく迅

速に行動することで、被害を最小限に抑えることができると考えます。 

 実際に、阪神淡路大震災では、倒壊家屋の下から救出された全体の約８割の方は、近隣住民等

で救出されており、消防、警察、自衛隊等で救出された方は、約２割となっております。また、

その中で、約７割弱が家族を含む自助、約３割が隣人等の共助により救出されております。 

 今後は、町政による公助と連携し、平時からその地区で起こりそうな災害や避難経路を把握し、

話し合う機会を設け、対策を取っておくと、その地区全体の防災力も高まり、絆も深まります。 

 自助、共助、公助、自分の命は自分で守る、それぞれ住んでいる地区による助け合い、公的な

対策と支援、この３つが補完し合うことが災害への備え、災害が起こったときの対応、そして、

復旧復興という防災・減災の効果を高める上で非常に重要であると考えます。 
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 そこで、今後は、１、周防大島町全体の防災計画だけでなく、それぞれの地区ごとの防災計画

の作成、２、災害時、自力で避難することが困難である高齢者や障害者の個別避難計画の作成を

行い、訓練、話合いなどを通じ、日頃から意識づけをし、災害が起こった際、計画に沿って行動

することが必要であると考えますが、今後の取組について見解を伺います。 

 続きまして、２つ目の質問ですが、１つ目の質問からつながりますが、災害発生後に避難所へ

無事にたどり着いたとしても、避難行動要支援者に対しては個別の支援が必要であると考えます。 

 避難行動要支援者とは、避難所での生活が困難な高齢者、障害者、持病を持たれている方、妊

婦、乳幼児です。避難所での生活は、健康な人にとっても厳しく、ストレスのかかる生活になる

と想定されます。避難行動要支援者にとっては、なおさら厳しいものとなります。実際に、阪神

淡路大震災では、特に高齢者の間で胃潰瘍などのストレス病、心血管系疾患、高血圧や肺炎など

の呼吸器系感染症の増加、持病の発作、認知症が進むなどの様々な事例が発生しております。 

 周防大島町において、要介護・要支援の認定を受けている方は、令和３年９月末現在１,８７５名、

身体障害者手帳保持者は、令和３年１１月末現在９７１名いらっしゃいます。この数字の中には、

介護施設や病院へ入所・入院されている方もおられますので、この人数が全てではありませんが、

いざ災害が発生したときに、避難所にこれだけの人数の避難行動要支援者が入られた場合、避難

所内で混乱が起こることが想定されます。 

 対策として、１、避難所での生活が困難な高齢者、障害者、持病を持たれている方、妊婦、乳

幼児に対して特定の福祉避難所へ移送する計画を作成し、災害避難時には素早く実行する。２、

大規模災害が発生した場合を想定するならば、道路の破損、建物の倒壊、火災の発生、土砂崩れ

などにより交通障害が起こり、周防大島町内の避難行動要支援者に対し、特定の避難所へすぐに

移送することができないケースも想定されます。 

 そのような場合の対策として、現在、指定されている避難所に手すりなどのバリアフリー設備

の設置、施設内で別の部屋を用意し対応する準備、寝たきりや立位の困難な方に対し、介護ベッ

ド、車椅子の準備、洋式トイレの設置、既に設置されている避難所は、その割合を増やすといっ

た取組が必要であると考えますが、見解を伺います。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  栄本議員から、大きく分けて２点御質問をいただいておりますので、は

じめに地区防災計画及び個別避難の計画の作成についてお答えをいたします。 

 近年の大雨の局地化、台風の大型化に加え、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震等の大

規模地震により、安心・安全に関する地域・住民の皆さんの関心が高まり、地域における自発的

な自助・共助による防災活動の重要性が再認識されているところでございます。 
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 災害時に自ら避難することが困難な避難行動要配慮者支援につきましては、災害対策基本法に

より、市町村に名簿作成が義務づけられ、本町では、平成２２年度から高齢者や障害者等支援が

必要となる方に、避難または生活支援や情報提供、安否確認などの支援を迅速に行うための避難

行動要支援者台帳の整備を行っております。 

 この登録情報につきましては、登録申請時に避難支援者等、関係団体に提供されることに同意

を得て、毎年民生委員児童委員協議会へ情報提供を行い、同協議会におきましては、災害時要援

護者の支援につなぐため、町の情報と民生委員個々の情報とを合わせ、災害福祉マップを作成し

ており、日頃の見守り活動や災害時に迅速に活用できるよう備えております。 

 このような状況を踏まえ、１点目の地域・地区ごとの防災計画の作成につきましては、この計

画は、災害対策基本法に基づき、地域住民が自発的に作成していただくものであり、作成の過程

において、住民が地域の特性や防災上の課題を共有することにより、地域の実情に即した地域密

着型の計画を作成することが可能となり、住民同士の絆を深めることにつながるなど共助の取組

を進める上で大変効果的であると考えております。 

 現在、本町では、７３地区で自主防災組織が結成されております。この自主防災組織を結成す

る際には、災害発生時また平常時における役割分担や連絡網、避難場所等が整備されており、地

区防災計画としての機能を十分に果たすものと考えております。 

 しかしながら、地区防災計画を作成した地域はまだ少数であることから、より多くの地域で計

画の作成に取り組んでいただくことが重要であり、計画作成の主体となる自主防災組織の結成や

活動の充実について、自治会などに働きかけを行うとともに、地域に出向き、自主防災組織の結

成や地区防災計画などの策定につなげたいと考えております。 

 ２点目の個別避難計画の作成についてでございますが、この計画は、国から避難行動要支援者

の避難行動支援に関する取組指針が、技術的助言として示されております。 

 その中で、避難行動要支援者名簿、地区防災計画の作成にあわせ、平常時から個別計画の策定

を進めていくことが適切であるとされ、計画には、避難支援を行う者や緊急連絡先、避難場所や

避難経路等が具体的に明示された計画として例示されております。 

 個別計画の策定には、地域の方々の御理解と御協力が必要不可欠であり、民生委員児童委員、

自治会や自主防災組織等との連携を深め、地域防災力を高めることも大変重要であり、要配慮者

の方々に対しましては、個別避難計画作成に向け、具体的な同意確認等を検討していかなければ

ならないと考えております。 

 今後は、冒頭に申し上げました要援護者名簿、災害福祉マップの更新にあわせ、平常時から要

援護者と個々に合った個別避難計画の策定を進められるよう、防災部局、福祉部局が連携し、避

難支援を行う関係者が常に連携して計画策定を進めるための支援や周知、啓発等を行ってまいり
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ます。 

 次に、要援護者の避難生活支援についての御質問にお答えいたします。 

 一般的な避難所においては、必ずしも介護を必要とする高齢者や障害者等に配慮した構造には

なっていないのが実情であります。避難後の生活に関しても、安心できる要援護者に配慮された

既存の施設となりますと、町内においては施設が充実しているわけではございません。 

 現在、本町では、高齢者や障害のある方への支援として、避難が長期化した場合に備え、町内

に３施設の福祉避難所を指定しておりますが、より多くの高齢者施設等、要援護者に配慮したバ

リアフリーや洋式トイレを備えた福祉避難所の指定が必要との認識はしておりますが、災害発生

時には従来の施設機能が損なわれないよう配慮する必要もあり、運用に関しては難しいところが

ございます。 

 また、受入可能人数や備蓄品の保管スペース等、受入側の要件も考慮する必要があることから、

今後、調査・調整を行い、より多くの施設の御協力がいただけるよう検討を行ってまいります。 

 そのような中で、現状での対応といたしましては、各避難所において要援護者の方については、

体育館などではなく、別の教室など、生活条件のよい場所を開放することも想定しており、必要

があれば要援護者個々の状態に合った設備、医療、介護体制の整った福祉避難所または町立病院

等の医療施設への移送を想定しております。現在、移送計画は作成しておりませんが、今後は、

柳井地域広域消防等と協議し、体制の強化を図ってまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、これらの状況に合わせて要援護者の方々にとってよりよい体制を検

討する必要があり、公の指定避難所については、バリアフリー化、洋式トイレの設置も課題の

１つと考えており、今後、財政状況や地域のバランスなどを踏まえ、総合的に検討してまいりた

いと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  御答弁ありがとうございます。まずは、地区防災計画の作成につ

いて質問をさせていただきます。 

 現状では、自主防災組織での活動や各地区へ指導に出向き対応するというお話でしたが、自主

防災組織がない地区も多くございます。周防大島町内で７３組織、結成率４６.９％という、

５０％を下回る状況であるとお聞きしましたが、自主防災組織がない地区のほうが多い状況に対

して、要望があれば指導に来ていただけるというだけでは、自主防災組織がある地区とない地区

では、いざというときの対応に差が出るのではないかと考えます。町として、自主防災組織の割

合を増やす取組については、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  栄本議員の自主防災組織の割合を増やす取組についての御質問でご
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ざいますが、自主防災組織は、地域の自主的な防災活動の推進を図ることを目的とした組織であ

り、共助という考えの下に組織されるものと考えております。 

 しかしながら、防災・減災を考えていく上で大変重要かつ効果的な組織という位置づけである

ことから、町といたしましても、講演会、リーダー研修会等の開催、また、担当職員が自治会に

出向き、組織結成の支援を行ってまいります。あわせて町広報誌等を通じて、自主防災組織の重

要性、町からの補助制度等を周知してまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  ありがとうございます。自主防災組織は、それぞれの地区内での

要望や話合いがあって結成される任意の組織と思っておりますので、町から強制するものではな

いということは重々承知しておりますが、町のほうから積極的に声をかけていただくことが必要

ではないかと考えております。現在でも結成されていない状況なのに、地区のほうから新たに自

主防災組織を設立しようという自発的な動きというのは、なかなか起こらないのではないかと考

えます。 

 この質問をするにあたり、自主防災組織について御答弁があると思いましたので、事前に各地

区の自主防災組織の代表者複数人にお会いして、お話をさせていただきました。お話の中で、現

在は新型コロナウイルス感染症の影響で実施していませんが、それ以前は周防大島町から助成金

をもらい、１年に１度避難訓練を実施している地区もあれば、結成してから避難訓練を一度も実

施せず、代表者も自治会長が務めると取決めがあるものの、前自治会長のお名前のままになって

いる地区があるなど、地区ごとに温度差があるように感じました。周防大島町のほうから、年に

１度でもチェック機能を取り入れ、自主防災組織の取組について代表者と定期的にお話する機会

を持つことはできないのでしょうか、お考えをお聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  栄本議員の御質問でございますが、自主防災組織が機能しているか

どうかの詳細な確認は行っておりませんが、通常は防災訓練の補助や資機材の購入実績等で

４０組織程度は確認できますが、全組織が訓練を行っているわけではございません。 

 このことから、毎年３月に自主防災組織の代表の方に、代表者変更の確認のための文書を送付

しておりますが、今後はその文書に防災訓練の実施や資機材の整備についてのことを盛り込んだ

り、また、担当職員が地域へ出向いて、地域の活動が活発に行えるような工夫を検討してまいる

とともに、訓練実績等を見て取組が見えない組織につきましては、個別に代表者とお話をするな

どして、活動の支援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  ありがとうございます。なかなか難しいとは思いますが、ぜひ、
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自主防災組織が温度差なく、各地区温度差なく活動できるよう働きかけをお願いいたします。 

 今後、少しずつ自主防災組織の割合が増えても、自主防災組織という形にとらわれず、自治会

や民生委員、消防団が主となり動いていく地区も当然あるかと思います。その中で、自主防災組

織がない地区が、先ほども言いましたが、自ら町へ指導を受けたい旨の要望を出すという機会は、

きっかけがなければなかなか難しいと思われますので、御答弁にもありましたような自主防災組

織のない地区の自治会長や民生委員、消防団長へ、町のほうから、このような指導が受けられま

すよ、こちらから伺いましょうかといった旨のお知らせを積極的にすることはできないのかとい

うことをお聞きしたいのですが、ちょうど今朝の、自分にとってはちょうどタイミングがよかっ

たんですが、今朝の中国新聞に記事が掲載されておりました。紹介させていただきます。 

 地域の防災士と一緒に災害時の避難計画、マイタイムラインを作成する講座が、防府市の松崎

小学校で開催されております。防災への理解を深めてもらおうと、国土交通省山口河川国道事務

所が主催したとのことです。佐波川の氾濫を想定し、同所が作成した専用シートを使い、前線の

動きの確認や避難の開始など、命を守る行動の順番を防災士と考えたようです。同所によると、

防災士と授業の中で避難計画を作成したのは県内初めてだということです。参加された生徒の

１人は、防災について家族とはじめて話し合う機会となった。学んだことを意識し、今後も災害

への供えをしたいとコメントされております。 

 まさにここに書かれているように、一度講座を受けるだけでも、生徒が災害を意識し備えると

いうすばらしい経験となっております。このような取組を、自治会の集会や役員会に合わせて、

町のほうから積極的に働きかけていただければ、災害時の行動を再確認し、いざというときの対

応が違ってくると思われますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  栄本議員の御質問でございますが、栄本議員の御提案のとおり、や

はり繰り返しになりますが、担当課職員が地域に出向いて組織結成の支援を行いますこととか、

広報を通じてその辺を周知してまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  ありがとうございます。地区防災計画につきましては、自主防災

組織の割合を増やし、そして、自主防災組織の中でも取組に対して温度差があるので、呼びかけ

や通知を増やす、自主防災組織のない地区に対しては町から声かけをし、指導を受けやすいよう

に、町のほうから出向いて対応していただければと思います。これらは、町からの積極的な取組

がなければかなわないことだと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、個別避難計画について、質問へ移ります。 

 個別避難計画ですが、計画策定を進める動きを進めていくとありましたが、先ほど申しました
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自主防災組織で、１年に１回避難訓練を行っている地区でも、自力で避難することができない高

齢者や障害者の確認は行っていないというお話をお聞きしました。この件については、どのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  栄本議員の高齢者や自力で避難できない方はどのようにしたらいい

かという御質問でございますが、避難する対象地域の方々は、行政等が出す情報等を十分留意し、

災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難することが基本と考えておりますが、そういった

ことが困難な場合は、やはり家族、親戚や知人などにお願いすることも１つの手段であろうと考

えております。 

 また、本町においても、他の市町村と同様に、共助という考えの下、自主防災組織、自治会と

いった組織で地域での取組を推進していくことが非常に重要と考えております。 

 さらに、ある程度予測可能な台風や大雨等の災害につきましては、発生する前に自らの判断で

自発的に避難することが基本と考えておりますので、町といたしましても、早めの避難所の開設

に努めるとともに、当然のことながら、自主防災組織の育成など、地域での取組等についての支

援を引き続いて行ってまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  ありがとうございます。台風などの、自発的に早めに避難できる

場合はいいんですが、やはり最初の質問で申し上げたように、南海トラフ地震など突発的に起こ

る、あとは大雨などの突発的に起こる災害に対して、やはり地域でのお声かけが必要だと思って

おりますので、今よりさらに進んだ地区ごとの温度差をなくす取組については、通知やお知らせ

以外にどのように考えているかお聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  栄本議員の御質問でございますが、先ほど申し上げましたように、

要援護者名簿、災害福祉マップの更新にあわせ、平常時から要援護者個々に合った個別避難計画

の策定が進められるよう、防災部局、福祉部局が連携し、避難支援を行う関係者が常に連携して、

計画策定を進めるための支援や周知啓発を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  ありがとうございます。それぞれ住まわれている地区が、海側か

山側か、または平地なのか、周防大島町の中でも地形や環境によって災害に対する危機感は当然

違ってくると思いますし、取組の温度差をなくし、どの地区でも同じレベルで避難行動を取るこ

とは大変難しいことだと承知しておりますが、しっかりと周知する方法を増やし、町からも積極

的に各地区の代表者に声をかけていただくことで、年に１回訓練をする、声かけをする人を確認
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する、移送方法を考えるといった取組で、実際の災害時の行動は全く違ったものになると思われ

ます。いざというときに頭の片隅にでも意識があれば、迷いなく行動でき、助け合うことにつな

がります。どうか積極的な取組をお願い申し上げます。 

 最後に、要援護者の避難生活支援について質問させていただきます。 

 周防大島町の３施設に移送することを想定されているとの御答弁でしたが、いざ大規模災害が

発生した際は、最初に申し上げたように、各地で交通障害などが起こり、周防大島町全体が混乱

に陥っている可能性が高いと想定されますので、事前にこの地区であればこの福祉避難所、この

施設、この病院といった具体的な移送計画を細かく作成しておかないと、とても対処できないと

思われますが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  栄本議員の御質問の要援護者の移送計画を策定していないというこ

と、今後の対応、予定、そういう御質問でございますが、栄本議員の御指摘のとおり、現在、要

援護者等の移送計画は策定しておりません。 

 移送については、高齢者の方、障害をお持ちの方、持病をお持ちの方、また、妊娠されている

方等、状態は様々で、個々に合った移送を考えていく必要があると考えております。 

 また、医療・介護の知識を有する者の同伴、設備が整った車両等で移送することが必要である

ため、今後、柳井地域広域消防と協議を行い、体制を強化していくとともに、介護施設等に対し

移送に使える車両の保有状況等を調査し、移送が必要になった場合に協力が仰げる体制づくりを

検討してまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  ありがとうございます。いろいろな調整、手続が必要であると思

いますが、ぜひ、移送計画は作成について前向きな取組をお願いいたします。 

 また、先日、現場のケアマネジャーに意見を求めたところ、町立病院や介護施設で更新される

介護ベッドや車椅子を処分するのではなく、それぞれの避難所の一部屋を使い、いざというとき

に備えていけばいいのではないかとの意見をいただきました。この件に関しては、どのようにお

考えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  栄本議員の町立病院とか介護施設で、介護ベッドとか車椅子を処分

するのではなく、避難所に使ったらどうかという御質問でございますが、この件につきましては、

今後、病院事業局と協議をいたしまして検討してまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  栄本議員。 

○議員（２番 栄本 忠嗣君）  ありがとうございます。介護ベッドは、確かにちょっとスペース
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を取るということもありますが、車椅子などは折りたためばスペースも取りませんし、もう使わ

なくなった介護ベッドというのはしっかり、捨てるのではなくて備えることで、いざというとき

に高齢者の方や障害者の方に対応できると思いますので、どうか前向きな検討をお願いいたしま

す。 

 最後に、町長の御答弁でもいただきましたように、限りある財政の中でということも重々承知

していますが、年々調整しながら、少しずつでもよいので洋式トイレのない避難所への洋式トイ

レの設置、洋式トイレのある施設の割合も増やす、そしてバリアフリー化、例えば手すりを玄関

やトイレ、廊下に設置するなどの取組を、重ねてですがよろしくお願い申し上げます。 

 今まで申し上げた地区防災計画、個別避難計画、要援護者の避難生活支援、全てがつながって

おり、再質問も同じような形での質問となりましたが、やはり町民の安心、安全な暮らしこそが

一番大切で、守らなければならないことだと思いますので、今後も継続した取組をよろしくお願

い申し上げます。 

 以上で終了いたします。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、栄本忠嗣議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩をします。 

午前10時43分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時01分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番、田中豊文議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  今回は２点ほど、コンプライアンスに対する町の認識について続

編ということで１つは上げておりますが、前回の令和３年９月の一般質問でさせていただいたこ

との繰り返しをするつもりはありませんし、今回は、前回の質問のおさらいをしないと続編にな

りませんので、最初に簡単に申し上げますが、要するに前回の質問でコンプライアンスについて

どのような認識かと、法令順守について町がどういうふうな認識を持っているかということで、

非常に重要なことだという御答弁が町長のほうからあったと思います、にも関わらず、これは本

当に事例として挙げさせていただいたんで、それに限ることではないし、個々のことを細かく問

うものでもないんですが、不祥事の再発防止、それから随意契約の実態、それから病院事業局の

宿日直手当の問題、それから町職員の労働環境と、超過勤務の問題、そういったことを挙げさせ

ていただいて、問題があるんじゃないかというところは認識していただいたと受け止めたんです

が、じゃあ、町としてコンプライアンスを重視するというお考えと、その実態が乖離しているじ
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ゃないかと、そこをどう埋めるんですかということは御答弁がいただけなかったんで、今回の続

編になったということです。 

 まずは３か月たちましたので、その後、町として、例えばそういった４つの具体事例をどうい

うふうに改めていくのか、その辺について何か御答弁がいただけるのではないかと、今日は期待

して続編として挙げさせていただきましたので、まずは御答弁をお聞きしたいと思います。 

 それから、２つ目は空き家所有者の取り違いの件についてということで挙げさせていただいて

おりますが、これは令和３年９月定例会の全員協議会で御説明がありました。専決処分の報告も

ありました。個人所有の建物解体費を公費負担したことについての件でありますが、その後、御

説明をいただこうとした経緯もございますが、特に私の疑問に思っている点でありますと、個人

所有の建物の解体をなぜ公費で負担しなければならなかったのかというところを、明確な御説明

がございませんので、その辺を今日はちょっと説明を、まずは説明を求めたいと思いますので、

この件については全員協議会で説明されたことについて改めての御説明は不要ですので、そこは

踏まえて御答弁をいただきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  田中議員のコンプライアンスに対する町の認識についての御質問にお答

えをいたします。 

 法令遵守の認識につきましては、令和３年９月定例会において田中議員からの御質問にお答え

をいたしましたとおり、我々公務員におきましては、地方公務員法の服務の根本基準として、法

令遵守を念頭に職務に従事しなければならないと強く思っております。 

 町としての具体策につきましては、やはり組織としての法令遵守はもちろんのことではござい

ますが、組織を構成する職員一人一人が、常に法令遵守を強く意識した対応ができれば当然組織

としてのコンプライアンスが保たれるものと考えております。 

 法令遵守は、本町に採用されて最初の研修で学ぶべき課題であり、公務員倫理については、職

員の職責に応じた研修を継続して受講し、私たち公務員が公務員倫理の意識が薄れることのない

よう繰り返し行うことが重要であると考えております。 

 また、職員一人一人の法令遵守の徹底だけではなく、不祥事を起こさせない人作り、組織作り

についても大変重要であり、職員間のコミュニケーションの活性化や業務の問題意識の共有など、

当然のことではございますが、不正を起こさない風通しのよい組織作りに努め、部課長をはじめ

とする管理職においては、日頃から部・課職員の相談役、監督役として組織、職員との信頼関係

を築き、また、人事評価の面談等を通じてもコミュニケーションを図っていくことも大事なこと

と考えております。これらは今までも取り組んできたことであり、年月が経過しても形骸化する
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ことなく各部署に再発防止策を定着させ、徹底して取り組んでまいります。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  田中議員の空き家所有者取り間違いの件についての御質問に

お答えいたします。 

 令和元年度の空家の適正管理において、東和総合支所による所有者の取り間違いに伴う建物解

体費の負担について、令和３年９月定例会の本会議で損害賠償を専決処分したことを議会に報告

いたしました。 

 個人所有の建物解体費を公費負担したことに対する賠償責任につきましては、町の事務処理誤

りによって、費用負担する必要がない方に費用を負担させたことに対し、その費用を賠償したも

のであります。 

 このことは建物解体に当たっての町の関与と取り間違えの原因との関係などを総合的に判断し、

今回の建物解体費の賠償責任は町にあるとの判断から損害賠償を行ったものであります。 

 また、再発防止につきましても、現在、関係職員の研修を行い、マニュアルによる操作の徹底

を行っているところですが、引き続き継続してまいります。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  まず、コンプライアンスについてなんですが、今、町長からは、

職員の意識向上、研修、人作り、そういった再発防止策の徹底という御答弁がありましたが、そ

れはこれまでもお聞きした内容で、その繰り返しということは非常に残念なというか、この続編

で今回改めて質問する意味のなかったことと受け止めざるを得ませんが、要するに私がこれまで

も何回も申し上げているように、これまでも職員の意識に問題があったとは私は思いません。研

修もしっかりやってこられた中で、私が前回の一般質問で挙げたような問題が起きていると。要

するに、しっかり職員の意識もある、人作りも研修もしてるという、そういう中でこういう様々

な問題が起きていると。だったら、例えばこれまでとは違う、同じ研修をするにしても、これま

でとは違う研修のやり方っていうのがあるはずなんです。そこをどうやって改善していくのか、

まずは全体の話で私はお聞きしたいんですよ。 

 最初に申し上げましたように、個別の話をここで違法性について議論するよりも、まずは組織

全体として、ちゃんとどういうふうな方法で改善していくのか、再発防止をしていくのか、それ

がないと全く説得力がないです。今までも事あるごとに再発防止に努めます、職員の研修に努め

ますと言ってこられた。今も空家の関係で戸籍の関係で再発防止、マニュアルで研修します、そ

の繰り返しで来てるわけです。それじゃあまた、次の不祥事が起きますよ、必ず。そこを防ぐた

めに、私は新しい今の藤本町長が替わられてすごい期待しているんです。だから、これまでとは

違う方法があるはずですし、そこを今、すぐに解決策が見つけられなくても、その解決策を見つ
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けるためにどういう取組をするのか、せめてそれぐらいは答えていただかんと、私も今日を入れ

てあと１２回しか一般質問の機会がないわけです。ずうっと、あと１２回コンプライアンスでや

ってもいいですよ。でも、それをやっていたら次の不祥事が起きますよ。だから、それを防ぐた

めにどういう対策っていうんですか、組織の長としてどういう対策を取っていくんですかと、取

っていくんですというところを今日の答弁でいただきたかったんですが、具体策がないんであれ

ば、その具体策を求める気持ちがあるんか、それともないのか。ないということであれば、もう

コンプライアンス、町はコンプライアンスを重視してないですよという表明にも私は受け止めま

すけれど。 

 これだけ何回もずっと以前から、そりゃ町長になる前の話ですから、その責任を云々言ってる

わけじゃないです。ただ、これから先に向けてどういうふうな再発防止をするために方策を取っ

ていくのか、そこの方針ていうんですか、対策方針なりとも作らない、ないんであれば、それを

作るためにどういう取組をしていくのか、どういう仕組みを作るのか、そこはやっぱり答弁いた

だかんと今日は全然、前回と同じことの繰り返しで意味のない一般質問になってしまいますんで、

ちょっとそこを踏まえて、もう１回御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  田中議員の御質問につきまして、コンプライアンスの周防大島町におけ

る町長としての見解ということでございます。 

 たびたび田中議員より御指摘をいただいておる、周防大島町のコンプライアンスの在り方とい

うことであります。私も、これは町長就任する前の件でありますけれども、やはり不祥事はござ

います。 

 そこで、私の認識でいくと、ほとんどの９割９分以上の職員の方は常識の中でお仕事をされて

います。ですが、この不祥事を起こした職員というのは、このもう非常識、非常識であるという

ふうに私は思っております。その常識の中で職員をしている職員さんに、もちろん研修をするこ

と、よいこと、悪いことということを研修することは大切でありますけれども、まさにもう常識

の中でしっかりとお仕事をされている職員さんに研修を重ねても、これはまた、またそれも効率

が悪いのかなというようなことを考えたりもいたします。 

 全く不祥事、この不祥事を起こしそうな人を不祥事を起こさないようにするという研修という

ことになるのかなと思いますけれども、甚だこの周防大島町役場という組織の中で、そういった

非常識なことを考えておる職員の人がいるというのは、私もちょっと信じられないな、残念だな

あというような思いでありました。 

 ただ、こういうことが起こってしまった以上、それはやはり組織の責任でありますので、職員

にはやはりそういった啓発をしていかないといけない、これがやはり組織の責任であると思いま



- 100 - 

す。全くこのような不祥事がなければ、このような研修はすることはありませんけれども、過去

にこういうことが起きてしまった、こういうことがあるというようなことでありますから、常識

のある職員の方もやはりこの研修は受けないといけないという、受けなければならないというこ

とになるのかなと思います。 

 田中議員御指摘のとおり、やはりそういった研修だけではなくて、私が日々このところ感じて

いるところは、やはり先ほども答弁をしましたけれども、やはり管理職の役割というものが大変

大きいと思います。先ほどの超過勤務のことであったりですとか、そういったことも関わってく

るんですけれども、やはり管理職にある立場の者が、しっかりと法令遵守、こちらを頭に入れて

いるかどうかということが、私は大事になってくると思います。部下のほうからコンプライアン

スを重視してくださいと言っても、結局、上司のほうから、いや、そんなものは関係ないという

ようなことがあれば職場のコンプライアンスは絶対に守られないわけであります。管理職の方が

しっかりとコンプライアンスをいま一度確認をしていただいて、法令にのっとって部下の皆さん

と一緒に仕事をしていただく、これが果たしてできているのかどうかということを、いま一度確

認をすることが私の役割だと思っています。 

 田中議員から御指摘を何度もいただいておる中で、私もやはりコンプライアンスというのは、

今この時世の中で、職場、そして組織を運営をしていく上で、これはもうなくてはならないこと

であり、これをコンプライアンスを法令順守を守らないという組織はこの先やっていけないと私

も思っておりますので、こちらに関しては具体的な方法ということで田中議員御指摘がありまし

たけれども、やはり管理職、そしてまた組織全体での徹底ということ、意識をしっかりと持つと

いうことであります。 

 はじめ私が言ったとおり、一番大事なことは、ほとんどの職員はしっかりと法令を守って、そ

して遵守をしておられるということは皆さん御理解をいただいたうえで、ですが何人かの不祥事

を起こしてしまった方のせいで、こういったことをいま一度組織で修得をしなければならないと

いうことは、職員の皆さんにも認識をしていただかないといけないな、私も再度大事であると認

識をしてまいりたいというようなことで、しっかりと解決に向かっていきたいと思っておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  今の御答弁で９９％は常識ある職員という、私が言ってるのは常

識とか、それもあるでしょうし、一部の職員が起こしたことというのもある、それは現実問題と

して実態としてはあると思うんですよ。ただ、横領事件についても、私はこれはもちろん起こし

た職員個人の資質というか責任の問題だと思いますが、それを許した組織の環境、体質っていう
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ようなものが絶対それはあるわけですよ。それをやっぱり職員個人の問題として捉えたんじゃ、

この議論にはなりませんから、そこを私は組織としてどうやって防ぐのかというところをお聞き

したんですが、そのお気持ちは持っちょってということなんでしょうから、それをぜひ今後具体

化していくための検討なり実践をしていかないと本当また必ず起きますよ。それは、それを許し

ていったらずうっと延々起きるんですよ。それを食い止めるための努力をやっぱりせにゃいけん、

努力はせにゃいけん。そう思うんですよね。だからその努力をどういう形でやりますかと。私は

町民の方に対してもそこは示す責任があると思います。行政として、これだけ不祥事が続いて、

じゃあ町はこういうふうに改善していきます、再発防止に努めます。言葉だけじゃなくて、こう

いう形でやっていきます。それが今回の機構改革もいい機会じゃなかったんかなと思いますが、

それは別の話として。管理職の責任というのは、それは町長が全部目が行き届くわけじゃないか

ら、それは管理職の責任もあるでしょう。 

 管理職の方にちょっとお聞きしてみたいと思いますが、例えば前回の質問でした超過勤務、時

間外勤務の、私が指摘したのは規則で時間外勤務の４５時間とか１００時間でしたか、というの

が定められておりますけれど、それをきちっと規則に基づいて適用しましたかと言ったことに対

して、何か答弁の中じゃ結局、幹部会議でちょっと二転三転しましたけれど、最終的には幹部会

議で伝えましたということだったと思うんですが、それをやっぱり実際に他律的業務とか、

４５時間を超える場合は任命権者が決めなきゃいけないことですから、そこを４５時間超えてい

いんですよというところは、やっぱりきちっとした意思決定でやらなきゃいけないと思うんです

が、そこについてです。 

 それと４５時間……、その４５時間、１００時間でしたか、１００時間を超えた場合は、特例

業務で１００時間を超えた場合になるんですか、ちょっと規則上は要するにそういう場合は異常

事態といいますか、異常事態として６か月以内に時間外勤務に係る要因の整理、分析、検証を行

わなければならないといったことも定められておりますが、それも前回の一般質問で指摘したと

ころですが、そういったところをちゃんと、この３か月の間に改善のために取組をされておりま

すか、そこをちょっと御答弁ください。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  田中議員の令和３年９月の定例会についての御質問で、超過勤務命

令等の御質問がありましたが、その後の進捗状況といたしまして、まず従来より効率的な業務処

理の確立、労働時間の短縮、また、職員の健康維持を図るため、超過勤務命令につきましては、

原則として１か月について４５時間、かつ１年について３６０時間の範囲内で最小──必要最小

限の超過勤務を命じることから、３０時間を超える時点で副町長決裁としているところでござい

ます。 
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 しかしながら、今回の１００時間を超える超過勤務命令につきましては、新型コロナウイルス

感染症の全国的な感染拡大により、新型コロナウイルスワクチン接種業務の負担が通常よりも緊

急、かつ増大した特殊なレアケースであり、また、分庁方式の弊害かもしれませんが、３０時間

を超えた時点の副町長決裁が月末となっていたことにより、状況の把握が遅くなり対応を検討す

ることができなかったこと。また、担当課での業務の増大の想定が困難であったこと。さらに、

担当課長の退職の影響によるもので生じた問題だと考えております。 

 私たちといたしましては、担当課長の退職に伴う人事での担当部長との事前協議を行い、健康

福祉部長の課長兼務の承諾を得て、職員の応援につきましては、まずは健康福祉部で対応し、他

部局への協力体制につきましても、総務部では経験のある職員の応援についても対応できるよう

準備はしておりました。また、集団接種とか集団接種予約センターの業務につきましても、各課

２名ずつ全庁を挙げて一丸となって取り組んでまいりましたが、担当課である健康増進課の業務

が想定以上であったことにより、業務の改善には結びつかなかったと考えております。 

 振り返りますと、令和３年９月６日まで３１回の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を行

いましたが、新型コロナウイルス感染症の状況や本町の対応、新型コロナウイルスワクチン接種

等の本町として感染防止対策等の協議を優先していたことにより、職員の業務改善や超過勤務命

令等について協議がなされていなかったことは反省すべき点だったと思っております。 

 まず、健康増進課長不在の問題につきましては、令和３年９月定例会において町長より早く改

善したいと、（「そういう個別の話はいい」と呼ぶ者あり）はい。 

 今後の配置について、周防大島町職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規則第８条の２の

２第３項の規定により、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間または月数の算定に係る

１年の末日から起算して６か月以内に当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わな

ければならないと、御質問にあったことでございますが、まず所属課長に対して当該時間外勤務

に係る要因の整理、分析及び検証の実施依頼をし、その結果を令和３年１０月４日付の報告書に

より提出させておりますので、その報告書による検証を踏まえ、去る令和３年１１月１７日に健

康福祉部長、健康増進課長と今後のウイルス──新型コロナウイルス感染症の対策について協議

を行い、令和３年１２月１日付の人事異動で新型コロナウイルス感染症に係る対応する職員を

２名配置しております。 

 それと、職員の健康管理措置につきましては、令和３年６月から７月にかけて新型コロナウイ

ルスワクチン接種業務により、超過勤務時間が１か月１００時間以上の者が５名、２か月から

３か月以内、平均で８０時間を超えた職員が１名おりましたので、人事院規則１０の４第２２条

の２第１項の規定により、健康確保措置の強化として病院事業局の医師による面接指導を行うた

め、周防大島町職員の安全衛生管理に関する規則第１３条の規定により、臨時健康診断を令和
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３年１２月１日から７日にかけて実施し、報告書の提出をいただいております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  ６か月という期間があるから、それに間に合わせたということな

んでしょうけれど、要するに不十分な点があったわけですよね、実際にそうやって分析、検証さ

れたということで。やっぱり法令を適用するのが、規則も含めて法令を適用する中でやっぱり見

落としている部分、実際に運用されてない部分というのは多々あると思うんです。だからそこを

どう見つめ直すかというところが非常に重要なんだろうと思うんですが、そこらに対する基本的

な組織としての認識。不祥事を起こさないための認識っていうのは、さっき町長が言われたよう

に常識的なものかもしれません。でも、法令遵守、私が言ってるのは法令を守るためにどういう

視点を持つかとか、どういう仕事をするかというところは別の意識の問題なんで、そこをやっぱ

り浸透させるっていうんですか、それはやっぱり組織の長としてそういう組織にしていかなきゃ

いけない。私はそこが一番確たる点だと思うんですよ。随意契約の話はまた同じような答弁にな

るんでしょうからお聞きしませんが。 

 もう１つ、病院事業局も宿日直の問題は賃金未払いの対応処理をしていただけているようなん

で、それもお聞きしませんが。要するに結局そこは指摘を受けて改善された。もちろん改善して

もらわにゃ困るんですが、そういう面があるということをまずは認識して、今のやっぱりそこは

前例踏襲だからこそのことだと思うんです。だから今のやり方が本当に法令遵守にのっとってや

っているのかどうか、そこはやっぱり原点に返って真摯に見つめ直す、そういう仕事の仕方をす

ることを職員の方には身につけてもらわにゃいけんのだと。身についているんかもしれませんけ

れど、実際こういうことが起きているじゃないかというところがあるんで、やっぱりそこを原点

に返って仕事のやり方っていうんですか、法令順守にのっとった仕事の仕方っていうのを見直す、

そういった組織作りが必要なんじゃないかなと思います。 

 これはちょっと前回の質問はしてないんですが、例えばほかにも、この４点だけ私が言ってる

わけじゃないんですよ。こういう事例もありますよねということでお聞きしているんですが、例

えば今回、議会の初日で質疑をした時に、公有水面埋立法に基づいて、そういった未登記の箇所

とか、新たに生じた土地の議案の関係で未登記の箇所とか公有水面埋立法にのっとらずに埋立て

してるような所はないですかということを質問しましたが、そういう案件といいますか、該当箇

所はない、町ではないという御答弁があったんですが、それをちょっと産業建設部長に改めてお

聞きしますが、そういう御答弁でよろしいんですか、町にはそういった無願埋立てとか、未登記

はあるかもしれんという御答弁でしたから、無願埋立てはないということでよろしいですね。ち

ょっと御答弁をお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 
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○産業建設部長（瀬川 洋介君）  町が埋立てを行う際、特に私が所管する産業建設部において公

有水面埋立てをするのは道路を造るために埋立てをする、それから港を造るために埋立てをする

というものがほとんどであります。ですので、私の所管する範囲という言い方になってしまいま

すが、公有水面埋立免許を取らずに埋立てを行ってる所はないというふうに認識はしております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  産業建設部長さんにお聞きしたんで、産業建設部ではないという

ことで、他の所管ではあるかもしれません。これはまた別の機会に議論させていただきます。 

 では、次の空家の所有の、所有者の取り違えの件についてですが、私がお聞きしたのは、負担

すべきでない人に賠償した。今回の質問の意図も分かって御理解されて、さっきの答弁をされた

んであれば意味が通じないっていうんですか、費用を負担すべきでない人に賠償したのはそれは

当然の話です。ただ、議会の後にちょっと御説明を受けた際には、要するに全員協議会では相続

人がいないから、もう請求できる人がいませんというお話でしたが、政務資料を請求して相続関

係図を出してもらったところ、要するに一次相続人、配偶者、それから子供、それから尊属、そ

れで兄弟姉妹、そういった一次相続人にはもう生存されている方がいないということで、相続人

はいないということでしたが、死亡時期で二次相続人になるケースもあると思いますので、そこ

はどうなんですかというふうにお聞きしたら、それは調べてみなきゃ分かりませんということで

したが、そこら辺の御説明というか実態はどうだったんですか。現実、現状は。まずそこを御答

弁ください。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  田中議員の御質問にお答えいたします。 

 令和３年９月の全員協議会では、所有者を基準とした法定相続人であるその配偶者、子、親、

兄弟姉妹、おい、めいについて、その全員が死亡していることを答弁いたしました。相続人の有

無につきましては、所有者を基準として見た場合、相続権者との認識であったことから、法定相

続人は全員が死亡していたことを答弁いたしました。 

 以上のことから相続人不存在と答弁をいたしましたが、その後に田中議員からの御指摘を受け、

相続について調査、確認を進めておりましたが、相続は死亡によって開始することから被相続人

の死亡とともに開始し、相続人は被相続人の財産上の権利義務を継承することから、本来の所有

者から見た法定相続人は全員死亡していますが、戸籍等の調査により死亡によって権利義務を承

継する相続権者の存在があることが分かりました。 

 所有者を基準とした法定相続人については、前回のとおり答弁をさせていただきましたが、田

中議員からお尋ねのあったことについて意に沿った答弁ができていなかったことにつきましては、

反省するとともに誠に申し訳なくおわびを申し上げます。 
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○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  いや、私の質問に対してそれは思うところもありますが、私の質

問の仕方も悪かったんでしょうからそれはいいんです。そういった余計なことは言わんでいいん

ですが、要するに今の御答弁で相続権がある人は存在するということだったんで、であればなぜ

町はその所有者、所有権がある人はいるわけです、存在するわけですから、じゃあその人に請求

しなきゃいけないんじゃないですか。その実態は別にして、経緯は別にして常識ですか、ルール

として、相続権がある人がいるんならその人が所有権を、所有権者ですよね。登記は別にしてで

すよ。所有権者であるんならば、その人が解体費を負担していただくというのが当然の措置じゃ

ないんですか。そこはどうなんですか。その人に相続権があるけれど、この人は、その人は解体

費を、今回の解体費を負担しなくていいという根拠があれば、そこをちょっと教えていただきた

いと思います。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  田中議員の御質問でございますが、本来、真の所有者へ事前

に正規の手続で解体を依頼したものであれば当然そういった形を取るべきものだと思っておりま

すが、今回の場合につきましては本来が承知していないところで町の誤りによって解体を発生さ

せたということから、道義的にも法律的にも真の所有者への解体費の請求は難しいものと判断し

ておるところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  真の所有者に請求すべきであるということは、町もそういう認識

であると当然のことだと思います。だけど町が間違ったから、間違った人に解体してもらったか

ら、それを真の所有者がいたからといって今から請求できませんよという理屈なんですか。だと

したら、それを実際に請求はされたんですか、そこの基本的な根拠があれば教えてください。町

が間違って別の人に解体してもらったから、もう今さら真の所有者がいてもその人には請求でき

ませんという、何か分かりませんよ、民法上の根拠か何か分かりませんけれど、そこに根拠があ

るんならそれを教えてください。ないんであれば私は真の所有者に、真の所有者に請求すべきと

町が考えているんなら真の所有者に請求すべきだと思いますし、実際請求はされたんですか、さ

れてないんですか。町の判断でされてないんか、そこも答えてください。実際に請求行為をした

のか、してないのか。町の判断で、これは真の所有者、もう間違って町が壊したもんだから今さ

ら真の所有者にできないと町がもう判断したのか。判断したのであれば、その根拠、何に基づい

て町が負担しなきゃいけない、これ町民の負担なんですよ。別に役場が払うわけでも何でもない。

町民の負担、何で個人の所有物を町民が負担しなきゃいけないのかというところを、やっぱりそ

こは町の裁量でできることじゃないですよね。そこの根拠、根拠規定があるならそれを教えてい
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ただかんと、ちょっと納得できんですよね。何かあれば教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  田中議員の御質問でございますが、まず真の所有者につきま

しては、現在確認を進めているところで、全てが明らかになった状況ではございません。 

 それと、真の所有者に対して請求を行ったかということでございますが、この件についても現

在行ってはおりません。 

 それから、真の所有者へ解体費の請求をしない、その根拠はという御質問でございますが、具

体的な根拠を持っておるわけではございませんが、この件につきましては弁護士事務所とも相談

して、現在このように判断をしておるところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  事あるごとに弁護士を出してきますが、別に弁護士の意見を聞こ

うが何しようが結局町の判断、町長の判断っていうことでよろしいですか。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  田中議員御質問の件でありますけれども、私が報告を受けておりますこ

の件に関しましては、町が間違いで空家を取り壊したというようなことであります。ですので、

これは周防大島町全体が組織で責任を負わないといけないというのがまず１つ。そして、じゃあ

誰がやったのか、誰が間違えたのかということではなくて、これは周防大島町が悪かったという

ところがありますので、これは町の責任として受け取るところでございます。 

 そして、今報告を受けているところでございますけれども、やはり相続人、法定相続人、そし

てまた相続人という方が、この日本国内だけではなくて海外にもおられるということで報告を受

けております。その皆さんにやはりアプローチをしていくということで今手続を行っているとい

うところでございます。 

 ですので、これは少し時間がかかるのかなというところでありますけれども、それはやはり該

当する土地の方、その方の相続が多数に及んでいる、それとまた別の問題で今既にかかってしま

った費用に関しましては周防大島町、田中議員御指摘のとおり公金でそこを補っているわけでご

ざいます。それをしっかりと町では受け止めて、本来の請求するべき方にはそれがしっかりとお

支払いいただけるかどうか、また別の問題ですけれども、しっかりとそこに働きかけていって請

求をしていくというのが本来の形というようなことであろうかと思います。ただ、それをやはり

一つ一つを顧問弁護士に一応、法的にこれは大丈夫なことなのかということで問いかけを常にし

ております。弁護士の先生の意見が全てではないということもあられるかと思いますけれども、

やはりそういった１つの指標と御意見としての弁護士事務所の御意見、そしてまたいろんな判例

等々、前例があるかと思いますので、そちらもやはり調査、研究をして調べていきながら答えを
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出していくということであります。 

 これ今すぐにということで答えは出ないのかなと思いますので、今しばらくお時間をいただき

ながら、そして支所においては時間をかけて解決に向かっていくというように、私報告を受けて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  今の御答弁で、調査していると、相続人全部分かってないよとい

うことなんですが、どなたかはいるわけですね、海外にいらしたりしたら、そりゃあ確定するま

でに時間かかります。でも相続人がいらっしゃるわけですから、一部が判明しているんですから、

その相続人の方に連絡を取って対応してもらうということは今からでもできるはずですよね。こ

れは危険空家だから解体したんでしょうから、危険空家を解体するということは、その建物の保

存行為になるんじゃないですか。それだったら別に全ての相続人の合意がなくてもそれはできる

はずですから、１人の方が見つかれば相続人の方にその人にちゃんと保存行為をしてくださいよ

ということは請求できるはずですが、その辺はまた顧問弁護士に聞いてもらえばいいと思います

けれど。 

 弁護士の言うことで全て判断するんであれば、そんな裁判なんか起こらんわけで、やっぱりそ

こは安易に顧問弁護士の言ったことだからということを、この議会の場で答弁に使ってほしくな

いと思いますが。あくまでも弁護士の意見を聞いて町長が判断したということでよろしいんでし

ょうね。 

 今並行して調査をしていると、相続人の調査をしてるということなんですが、時間がかかるの

はそうなんでしょうけれど、じゃあ相続人が全部全て見つかっ……、さっき言ったように一人で

もいいと思うんですが、相続人が仮に町が今言うように全部見つかったら、その時には所有者の

方に今の町が立て替えたというんですか、負担した解体費等を請求するというようなお考えでよ

ろしいですか。 

○議長（荒川 政義君）  ちょっと暫時休憩します。 

午前11時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時51分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  田中議員の御質問にお答えいたします。 

 真の所有者が分かった段階で解体費の請求をしないのかという御質問でございますが、町の考
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え方といたしましては、まず真の所有者に対して正規の手続を踏んだ上で解体を行ったものでは

ないことから、やはり真の所有者に対する解体費の請求は難しいものと判断しております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  請求しないんだったら相続人調べなくていいじゃないですか。お

金もかかる話やし、何で調べるんですか。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  田中議員御指摘の、それでは調べる必要がないのではということであり

ます。こちらもやはりたびたびなんですが、顧問弁護士の先生とも相談をするところであるんで

すが、やはりこれは間違えてやってしまったことでありますので、しかも相続人の方がおられる

ということであります。謝罪ということでは相続人の皆さんのお住まいを確認をさせていただい

た上で、謝罪の書面をお送りをするというようなことを考えておるところでございます。 

 請求に関しては、これは町の瑕疵ということでありますので、町でしっかりとやっていくとい

うことでございます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  謝罪して、例えば相手が、損害賠償せいと、勝手に壊して、自分

の所有物を勝手に壊したんだから町が損害賠償せいと言ったら、それには応える、応えなきゃい

けないっていうことになるんですか。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  田中議員からの御質問でございます。 

 まず、相続人の方に謝罪をしたいと考えておりますが、その際には建物の経緯、建物の現況等

もしっかり報告をさせていただこうと、そのように考えております。 

 それから、このことによって、もし提起をされるようなことが仮にあれば、それは町として対

応をしていかないといけないというふうに考えております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  提起のリスクを認識しておられるんだったら、今ですね、今の時

点で公費で解体費を負担すべきじゃないと思いますが、まあそれは起きてないことなんでもうや

めときます。 

 最後に、戸籍事務のこれも大きなミスだと思います。何か再発防止の取組をしているというこ

となんですが、どういう取組をされてますか。具体的に答えてください。 

○議長（荒川 政義君）  岡本統括総合支所長。 

○統括総合支所長（岡本 義雄君）  田中議員からの具体的な再発防止策ということで御質問をい
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ただきました。戸籍事務につきましては総合支所の事務分掌の１つとして担当しておりますが、

このたびの案件につきまして、再発防止にあたりましては、戸籍等を発行の際に複数の確認を徹

底するために、当然のことではございますが交付受付員者印と確認者印の押印ができるスタンプ

などを使用して、必ず二重チェックが確認できるという形を行いました。それから、窓口システ

ムの操作につきましても、改めて現地で検索に関する操作方法を行いまして、現在、関係職員の

研修を終わったところでございます。今後もマニュアルによる操作の徹底を引き続き行ってまい

りたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  お決まりのように二重チェックとか研修とかという答弁が出ます

が、これまでも、これまでは二重チェックはしてなかったということなんですか。戸籍っていう

のは非常に重要なもんで、ある意味、今回の件も、この所有者、間違った所有者の情報が外部に

出ているわけですから個人情報の漏えいと言っても過言ではないと思いますが、そういうことは

町としてはあってはならないことだと思います。二重チェックや操作方法の研修っていうのは多

分今までもやられてますよね。今回の件は、町名を入れたがために同姓同名が出なかった、検索

できなかったということなんで、そこを、そういう単純なミス、それはどうやって防ぐのか。た

だ啓発だけじゃ済まない話だと思うんです。問題を単に今、言葉で言われたように二重チェック

や操作方法の研修と、そういうことで済む問題じゃないということを認識してないということが

非常に深刻だなと思います。 

 これは最初のコンプライアンスについての質問とも同じことで、要するに外部の、戸籍に外部

の目を入れるのは難しいかもしれませんけれど、その使い方についてやっぱり中でやっても結局

こういった単純なミスが起きてしまう。中だけでやったんじゃ駄目っていう話。防げないという

恐ろしい話ですよね。これが、個人情報が今は一定の、広がらなかったというだけで別に事故も

なく済んだ、特定のところしか多分出てないと思いますので、そこでとどまっていたからよかっ

た。でも、これは一つ間違えば大きく流出してしまう、そういう事故にもつながりかねん話なん

で、やっぱりコンプライアンスについても、今の戸籍事務、これもコンプライアンスですよね。

個人情報の関係から言えば、そういったことを防ぐためには、やっぱり外部の目を使った、そう

いう再発防止策の取組というのが、仕組み作りというのが不可欠だと思います。中でやってもで

きないんです。中だけでは幾らやってもできないんです。それは事実が、現実が証明しているん

ですから。 

 じゃあどうするのかといった時に、１つはやっぱり外部、私の考え方としては外部の目を入れ

る。それは普通の一般の会社でも今、主流として取り組まれておるじゃないですか。それを行政

が何でできないか。これだけ問題がありながら、なぜできないのかというのは不思議でもあるん
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ですが、やっぱりそういう、まず第一歩の取組として、そこの外部の目を入れると、そういった

チェック機能を有する組織改革というんですか、仕組み作りを再発防止策の、再発防止策として

の仕組み作りをしなきゃいけないと思うんですが。 

 最後に、ちょっとその辺、町長の認識を、外部の目を入れた仕組み作りということについて、

これも前々から申し上げているんで繰り返しになりますが、町長としての現時点での認識をちょ

っとお聞かせいただいて終わります。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  このたびの空家の取り壊しの問題に関しましても、田中議員御指摘のと

おり、まさに個人情報であります。まさかという間違いでありましたけれども、これが個人情報

の漏えいにつながったりとか、思わぬ大きな案件につながっていくという認識を私も新たにした

ところでございます。 

 そして、今回のこの件に関しましても、基本に戻りまして、ちゃんと片仮名で入力をしっかり

としていれば名前が２つ同姓同名の名前が出てきて、さらに確認ができたというところでありま

す。その全く基本のところを、このまさかというところで管理ができなかったということが大き

な問題であります。 

 今までこのようにいつもやっていたからということで、こういうことが起きてしまったのであ

ろうかと思いますので、やはり外部、全く新鮮な目で業務を見てもらって、それが正しいのかど

うなのかという御意見をいただくということは、時には必要なのかなというふうにも感じており

ます。 

 田中議員にも御指摘をいただいておりますが、外部の目を入れることが必要ということであり

ますけれども、それをどのくらいの、どのくらいの力をもってやっていくのか、見ていただいて、

この業務を見ていただいて、じゃあこういった意見をいただくというような形なのか、それとも

そもそも組織自体の在り方を外部の目から強く改革を促してもらうのか、それとも中からしっか

り改革をしていくのかというようなことを、私もどういった形がいいのかなあというふうなこと

を日々考えているところでございます。 

 私の頭だけでは足りないところがありますので、議員の皆さん、そしてまた町職員の皆さんの

意見、また、知恵をかりながらやっていきたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  何かありますか、一言。時間ですが。（「いえいえ、いいです」と呼ぶ

者あり）よろしいですか。 

 以上で、田中議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 
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午後０時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。３番、白鳥法子議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  改めまして、議席番号３番の白鳥法子です。どうぞよろしくお願

いします。 

 今回、私は大きく２つの案件について一般質問をさせていただこうと思います。 

 まず１つ目は、タイトルとして提出させていただきましたのは、男女共同参画に向けた町の本

気度を問う、というタイトルでございます。そもそも男女共同参画社会とは何かということを今

回改めて振り返ってみました。今からもう２２年前ですが、平成１１年、１９９９年に制定され

ました男女共同参画社会基本法の定義によりますと、男女が社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社

会とあります。私なりにかみ砕きますと、地域、職場、学校、家庭など生活に関わるあらゆる場

面で物事を決めたり行ったりするときに、男女が対等なメンバーとして意見や考え方を出し合い、

話し合って進め、成果も責任も共有していく社会とそのように捉えております。 

 本町は、平成１８年、２００６年３月に男女共同参画基本計画を策定し、家庭や地域、職場、

学校などにおける男女共同参画に関する施策の推進に取り組んでこられ、令和３年、２０２１年

３月には、私もいただきましたけれども、こちらの今後５年間の計画を策定されています。この

新しい計画の冒頭にあります藤本町長のメッセージの中には、男女共同参画社会の実現は、行政

の取組だけでは決して成しえるものではなく、町民の皆様、関係団体、事業者など様々な方々と

力を合わせて進めていくという趣旨の内容が盛り込まれております。おっしゃるとおりで、行政

だけで変えていけることではありません。また、意識を変えること、仕組みを変えることが必要

で、こういったことはすぐに実現できる目標でもありません。しかし、行政で変えられること、

むしろ行政にしか変えられないこともあります。 

 この計画の中で３つ掲げられた基本目標のうち、あらゆる分野における男女の活躍の推進の中

で町が率先して女性の登用を積極的に進めるとともに、地域の様々な分野の方針決定過程への女

性の参画を促進しますとあります。さらに、町政における今後の取組の中で審議会等における積

極的な女性委員の登用を進めますとあります。審議会等というのは、具体的にいうと、町民、学

識経験者、関係団体の代表者などから構成されて町が行う事務、事業について必要な審査、審議

または調査を行うために、地方自治法第１３８条の４の規定に基づき設置されるような附属機関
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または委員会、それとそういった法によらず住民からの意見聴取や専門知識の導入等を目的とし、

町がつくる要項等に基づき設置する機関などを合わせたものと私は認識しております。 

 そこで、具体的な質問なのですが、計画がスタートした令和３年４月以降、審議会等の新設や

委員の変更などが幾つありましたでしょうか。その中で委員の男女比はどのようになっています

でしょうか。こういった委員を選定する際に審議会等を所管する部署は、女性委員を増やす、そ

ういった視点で委員構成を考えられましたでしょうか。この計画を所管されておりますのは政策

企画課ですが、それぞれの担当課に対し、具体的にどのような働きかけをしてこられましたでし

ょうか。 

 また、４年後の令和７年、２０２５年には女性割合を令和２年度の１９.２％から３０％に上

げるという目標に向けて、現在、具体的にどのような取組をしていこうと考えておられますでし

ょうか。 

 以上４点についてお答えいただきたいと思います。 

 もう１つの質問項目に移ります。こちらのタイトルは、専決処分の報告をもっと丁寧に、これ

がもう言いたいことの全てにはなるんですけれども、今回貴重な一般質問の時間を使い、自分の

不勉強を補わさせていただくようで恐縮なんですけれども、コロナ禍の影響で今年の３月頃から

世界的に木材価格が高騰するウッドショックが起きて現在も高止まりが続いていると、ニュース

などで伺っています。これを受けて、本町のみならずいろいろな自治体で木材を使用した建設工

事が難航していると聞いています。例えば田布施町は、町営住宅の建て替え工事を今年度予定さ

れておりましたが、今年度中の着工を断念されております。お隣、広島県の安芸高田市も放課後

児童クラブの建設着工を断念されています。一方、山口市や下松市は、幼稚園や児童クラブの改

造、改築、増築工事について、やはり木材高騰などを受けて増額の補正を議会にかけ、可決され

ております。 

 そして、本町はといいますと、若者定住促進住宅の建設に関し、令和３年１１月１９日の第

４回臨時会の中で工事請負変更契約の締結について、専決処分の報告を私たちは受けました。そ

のときの説明は、ウッドショックによる木材価格の高騰を受けて請負代金の増額が必要になった

ため金額を変更したというものでした。そのとき私は、入札して一番安かったところと契約した

後に工事内容は変わらないのに契約金額が増額になるということがあるんだなと、もし自分の家

を建てるときに契約後に業者さんから材料費が高くなったからもう少し増額をしてくださいと、

そう言われたら支払わないと建ててもらえないのかなと、少しもやもやいたしました。どうもそ

う感じたのは私だけではなかったようです。町民の中でも、そんなことってよくあることなのか

な、じゃあ競争入札って何のためにあるのと疑問に感じておられる方がいらっしゃいました。そ

こで、改めて今回の変更契約について詳しく御説明をいただきたいと思い、質問をいたします。 
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 １つ目は、具体的にどのような経緯でどういった規定や基準に基づいて増額を決定されたので

しょうか。 

 ２つ目は、その規定や基準はこれまでも本町やほかの自治体でも一般的に適用されてきたよう

なものなのでしょうか。 

 ３つ目は、現在進行中のほかの公共工事でも同様の事案が起こると考えておられますでしょう

か。つまり、ほかにも増額が必要になるような工事はないでしょうかということです。 

 以上３つの視点から、改めて御説明をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  私からは、白鳥議員の男女共同参画に向けた町の本気度を問うの御質問

にお答えいたします。 

 すおうおおしま男女共同参画プラン、周防大島町男女共同参画基本計画、こちらは令和３年

３月に策定し、計画期間は令和３年度から令和７年度までの５年間としております。 

 計画における３つの基本目標のうち、あらゆる分野における男女の活躍の推進におきまして審

議会等の委員に女性を含むものは、令和２年４月１日現在で２７件の審議会のうち１８件で、委

員総数２６６人のうち女性は５１人で１９.２％となっており、山口県平均の２９.２％、全国平

均の２７.１％を大きく下回っております。令和３年４月１日現在におきましては、審議会等の

委員に女性を含むものは２７件のうち１７件で、委員総数２６１人のうち女性は５０人で、

１９.２％となっております。 

 御質問のありました１点目の、令和３年４月以降、審議会等の新設・委員の変更の状況を御質

問いただき、その中で女性委員の割合について御質問をいただいておりますけれども、こちらに

ついては、新規の審議会の新設につきましては１件となっており、委員は２１人、うち女性は

１人で４.８％となっております。 

 また、充て職の変更によるものを除いた任期の更新に伴う委員の変更は２件あり、女性委員の

割合は１件が４０.０％、もう１件が１１.１％となっております。 

 次に、２点目の審議会等を所管する課が女性委員を増やすという視点で委員構成を考えられま

したかという質問についてでございますが、新設の１件と任期の更新による２件につきましては、

推薦によるものや充て職によるため、結果的に女性委員が増やせなかったという各担当課よりの

回答となっております。結果的には、性別にとらわれず適任者に委員を御就任いただいたわけで

ございまして、男性の割合が多い状況となっております。 

 次に、３点目の計画所管課である政策企画課が各担当課にどのように働きかけをしてきました

かという質問についてですが、すおうおおしま男女共同参画プランを策定後、この計画を各課へ

配付することにより周知をしており、所管する担当課において計画を認識した上で審議会等への
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積極的な女性の登用に取り組んでいくよう働きかけを行っているところでございます。今後にお

きましても、引き続き各所管課への働きかけを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の令和７年度に女性割合を３０％にするという目標に向けて具体的にどのような

取組を予定していますかという質問についてでありますが、審議会等における委員につきまして

は、専門的な知識を有する学識経験者の方や各種団体の代表者の方に委員をお願いすることが多

く、その場合、男女の指定はできず団体の判断に委ねる形となり、結果的に女性委員の登用が少

なくなっておりました。今後におきましては、学識経験者につきましては、女性の方がいらっし

ゃるか確認をするとともに、各種団体につきましても、働きかけを行い、女性の積極的な推薦に

ついてお願いしていきたいと考えております。 

 また、審議会等におきましては、多様な意見をいただく場でございますので、専門的な意見を

はじめ、委員それぞれの立場や視点での発言もいただきたいと考えており、女性委員でも意見を

言いやすい会議となるよう運用面での配慮も考えていく必要があると考えております。 

 任期の関係もあり、すぐに成果が上がるものではございませんが、職員においても男女共同参

画に対する意識改革を行いつつ、審議会等を所管する担当課への指導を行い、令和７年度の女性

割合３０％の達成に向けて女性委員の積極的な登用に努めてまいります。 

○議長（荒川 政義君）  伊藤環境生活部長。 

○環境生活部長（伊藤 和也君）  白鳥議員の専決処分の報告をもっと丁寧に、についての御質問

にお答えいたします。 

 令和２年度若者定住促進住宅第２期建築工事の工事変更契約につきましては、令和３年第４回

臨時会で専決処分の報告をさせていただきましたが、本工事は単品スライド条項を適用して特殊

な契約となりましたので、その内容をもう少し詳細に説明させていただきます。 

 本工事につきましては、世界的な木材高騰を受けて、請負代金を増額する変更契約を行いまし

た。周防大島町建設工事請負契約約款第２５条第５項の規定には、特別な要因により工期内に主

要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときに発注者または請負業

者が請負代金の変更を請求できると規定されており、これに基づき変更を行ったものであります。

変更にあたり、このたびは山口県建設工事請負契約約款第２５条第５項の単品スライド条項の運

用基準に準じて単品スライド手法での変更契約を行ったものでございます。 

 この単品スライドによる変更の対象となるのは、工事材料の品目ごとに算定した当該工事に係

る変動額が、請負代金の１００分の１に相当する金額を超えたものが対象となります。このたび

の工事では、増額分が１％を大きく超えたため、この単品スライド条項を適用いたしました。 

 単品スライド額の算定につきましては、当初の木材価格の総額から木材の高騰により増額とな

った金額を算定し、その金額から材料増額分を含まない最終の請負金額の１％を控除した金額が
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変更対象金額となり、このたびは発注者側の町が変更を認める一方で、受注者側にも対象工事請

負額総額の１％相当額の負担をいただいたものであります。過去の町内の土木工事におきまして

も、鋼材の物価高騰によりこの単品スライド条項の運用基準に準じて変更契約を行った例があり

ます。また、県内においても昨今の木材高騰を受け、本町同様の単品スライド条項を適用した変

更契約を行った事案は確認できてはおりません。 

 なお、現在既に発注済みの工事で施工中の土木工事、機械設備工事及び電気工事等につきまし

ては、資材の高騰による増額変更のある事案はございません。 

 白鳥議員からの専決処分のもっと丁寧な報告をお願いしたいとのことに対しましては、今後は

分かりやすい説明になるよう検討してまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  それではまず、１番目に質問しました男女共同参画についてのほ

うから再質問をさせていただこうかと思います。 

 なぜ今回このタイミングでこのような質問をさせていただこうかと思ったかといいますと、先

日、１２月のはじめに本町の今後の地域交通を考える組織、周防大島町地域公共交通活性化協議

会がとうとう動き出したと、それを知りまして期待を持って概要をホームページで拝見したとこ

ろです。どのような方々で協議いただいているのか拝見しました。先ほど町長から答弁いただき

ましたように、２１人のメンバーのうち女性は１人、しかも運営上必要と認められるものとして

参画されている、ある意味、充て職の方でございました。その方がたまたま女性であったという

ことでございます。任命された方々はもちろん熱心に関わってくださっているということには間

違いございません。ただ、学識経験者や住民または利用者の代表など、積極的な女性登用の余地

があったのではないかと思われる９人ですら、全て男性から選出したということは、どのように

考えていたのかなと。しかも公共交通、地域交通というものを考えるときに男性が多い中で考え

るということはどうなんだろうというふうに疑問を持ったのが今回質問をするに至ったきっかけ

でございました。 

 本町の審議会に占める女性の割合は、令和２年度のはじめで１９％ぐらいでしたかね。

１９.２％ということですが、ぜひ皆さんに想像していただきたいのが、１０人のグループで話

合いを周防大島町の今後の施策を考えるに当たって１０人が集まって話合いをするときに、女性

だけのチームで考えたり、その中に男性が１人か２人しかいないとそういった状況で考えるとい

うことが想像できますでしょうか。 

 再質問といたしましては、町政における今後の取組の中で３０％に向けて取組を進めていかれ

るということですが、審議会等における積極的な女性委員の登用を進めるということに続いて記

載されているのが、女性委員の登用状況を定期的に調査し、公表するとあります。今回の計画は
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５年間の計画なので、これは毎年調査・公表されて、私たちがあえて毎回伺わなくても、今どう

いった進捗状況なのかなということを確認できるようになるとそのように考えてよろしいでしょ

うか。まずその点について、お答えをお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  白鳥議員の御質問のすおうおおしま男女共同参画プランの審議会等

の委員の女性参画の推進の中にも書かれておりますように、女性委員の登用状況を定期的に調査

し、公表するというふうに記載をしておりますので、毎年４月をめどに今後はホームページ等で

公表したいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  ありがとうございます。毎年定期的に私どもも確認できて、その

たびに私どもも改めて男女共同参画が進んでいるかなという考えるきかっけにもなると思います

ので、今後対応していただけるということでありがたく思っております。 

 次に、先ほど町長の答弁の中でもなかなか団体の代表の方に委員をお願いすることが多いです

とか、団体の中から推薦いただくのに、男女の指定はできなくて、結果的に男性が多くなってい

るとそういったお話もございましたが、今後は女性も積極的に推薦いただけるようにお声をかけ

るというか、協力をお願いしていくという御答弁だったかと思います。それはやはりそうしない

と、町の行政の中でもなかなか変わらないものを、民間の昔からあるような組織の中で、ただた

だプランを配るだけで変わるとそういったことはまずありませんので、なるべくそういうふうに

してほしいと、町もそういうことを進めているんだと、そういったことを事あるごとにお声かけ

をしていただけたらと思います。 

 参考までに、いろいろ調べておりますと、大阪府八尾市、こちらのほうは審議会等への女性委

員の登用に関するポジティブアクション計画というものを作成し、公表もされております。こち

らではやはりそういった委員を選出するときに、各課はこういう視点で選出に心がけてください

と、そういったことをはっきりと通知を出しておられたり、団体などに委員を推薦いただくとき

も、決して長でなくても、トップでなくてもその団体の概要が分かる女性の方がいらっしゃった

らそういった方でもいいので、団体の中から１名推薦していただきたいと、そういったような書

きぶりで促進をされているようでした。 

 また、山口県の中でも宇部市などは突出して女性の審議会委員が多いようでございます。どう

いった形でそのように進めておられるのか、私も宇部市のほうに確認まではしておりませんけれ

ども、行政同士のネットワークを通じて、そういった取組の進んでいらっしゃるところの状況な

ども調査し、反映していっていただけたらと思います。 

 また、今回のプランを策定されるにあたりまして、令和元年度に町が住民を対象に男女共同参
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画に関する調査をされており、こちらのプランの中にもその概要が掲載されておりました。そち

らのほうも改めて拝見して気がついたことがございます。社会の中で意思決定の場に女性の参画

が少ない理由は何だと思いますか。そういった質問項目の中で、女性と男性とで回答の割合に差

があるものが幾つかございました。男性が女性よりも、そう思うという割合が高かった中には、

男性優位の組織運営、女性の活動を支援する仕組みの不足ということがございました。これは、

男性御自身がそういった活動に関わる中でも、これじゃ女性が参画しにくいなと実感されている

ということだと言えるのではないでしょうか。 

 また、女性が男性より、そう思うという割合が高かった中には、女性の参画を積極的に進めよ

うと意識している人が少ないという、もうある意味、身も蓋もないことが飛び抜けて多かったよ

うに思います。これは、男女共同参画を進めようとそのように国も県も町も言っているけれども、

全然みんなに響いていないとそう感じておられるということではないでしょうか。これらは具体

的に行政が率先して具体的に解決していくことだと思います。 

 さらに、男女により、そう思うという割合に大きな差があったのが、男性側の積極性が十分な

いという男性が多いこと、家庭の支援、協力が得られないと思う女性が多いことがございました。

これらは固定概念や慣習によるものが大きいのだと思います。 

 そこで、再度質問ですけれども、国全体の課題であろうとは思いますが、町として、こういっ

た意識的な側面に対してはどのように働きかけていこうとお考えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  白鳥議員の意識的な取組についての町の考え方でございますが、ま

ずはやはり、男女共同参画の理解を深める教育とか、啓発の推進をすることが重要だと考えてお

ります。そのためにはやっぱり男女共同参画の社会づくりに関する講演会とか、講座とか、あと

広報紙等による啓発の推進と、また情報の収集・提供とか、あと学校などにおける男女平等の教

育学習の推進等、そういうことにまずは取り組んでいく必要があると考えております。 

○議長（荒川 政義君）  白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  なかなか意識の改革というのは、自分も含めてですけれど、難し

いものがあります。なかなか人の心に響くところまで啓発をするということは、かなり本気でや

らないと気持ちは届かないものでございます。ぜひ積極的な啓発活動、今までよりもさらに一歩

進んだ啓発活動を企画して行っていただけたらなというふうには思います。 

 また、先日、一般質問を用意しているときに、たまたまこちらもホームページを拝見しており

ましたら、おとといですかね、令和３年１２月１５日にタイムリーなことに、男女共同参画審議

会の委員の方２名を募集しますということがホームページに掲載されておりました。手を挙げて

みようかな、どうしようか、そういうふうに考えている人も実際いらっしゃるのではないかなと
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いうふうに思います。応募用紙を拝見しますと、応募の動機、抱負を記載する欄がとても大きく

て、手を挙げるのにすごい心のハードルが高いなというふうにも個人的には感じたんでございま

すけれども、逆に、この審議会がこれまでどんな役割を果たしてきたのか、実際この春にできま

した計画を策定するための審議会の中でどんな議論がなされてきたのかなと、そういったことを

参考にできたらよりいいなと思いました。ホームページで過去の審議会の議事録などが見れるか

なと思って検索したのですが、全く検索に引っかかりませんでした。担当の方にお伺いしたら、

公表は今のところ、これまでしていないということでございました。これはちょっと男女共同参

画だけではないんですけれども、様々なそういった議論が行われている中で、比較的、本町は情

報公開といいますか、こういった議論が今進んでいるよと、決定する前段階のことがなかなか町

民に発信されていないなというのが、すごい前から思っていることではあるんですけれども、今

回もそうでして、ぜひ議事概要、この計画をつくるまでの流れ部分だけでも結構ですので、ぜひ

こんな会議をしておりますと、この会議に参加してくださる方を募集しますと、そういう本当に

住民の方に参加してほしいんだということをメッセージを添えてホームページの募集のページに

貼っていただけたらと切に願っておりますが、こちらのほうは対応はいただけませんでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  白鳥議員の町のホームページ今、周防大島町の男女共同参画審議会

委員の募集の中にそういった議事録とかそういうものを取り入れたらどうかという御質問でござ

いますが、今回につきましては、もう募集しておるので間に合いませんので、今後については検

討してまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  まだ募集開始されたばかりで、たしか期限は来月だったんじゃな

いかと、ちょっとうろ覚えですが思うので、もしこれ今後でも、まだあれを見た人が私以外に何

人いるのかなというような状況じゃないかとは思いますので、間に合わないことはないと思いま

すので、いま一度掲載を検討いただけたらなと思います。 

 最後に、現在あらゆる場面で、性別のみならず、世代や所属や生まれ育った地域など、様々な

視点での多様性が求められていると思います。その中でも長年課題として認識されながらも改善

がなかなか進んでいないというのが、性別による不均等ということなんじゃないかなというふう

に思っております。ぜひ町の本気度をあらゆる事業、施策に盛り込んで、本町の今後のまちづく

りに多様な人々を巻き込んで取り組んでいっていただきたいなというふうに切に願っております。 

 続きまして、もう１つの専決処分の報告をもっと丁寧にしていただきたいという件について、

再質問をさせていただきます。 

 なかなか私も数字が苦手なので、いろいろと説明をいただきまして、事前にも図を描いていた
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だいたりして、やっと何となく概要が分かったようなところでございます。公共工事を請け負っ

た業者が、市場価格の変動が原因で極端に負担を強いられることがないように整備された、そう

いった単品スライドというような仕組みがあったとこういうことだと思います。今回はそれを適

用して、町も事業者も規定に基づく按分でその増額分を吸収したと、そういうことと理解いたし

ました。しかも昨年度の予算を繰り越したもので、ほかの市町のように、来年度までちょっと様

子を見ると、もう１年先延ばしをするということができなかった案件ということ、また、ほかの

自治体の例と違って、もう契約をした後に急激に価格が上昇してしまったと。そういった、たま

たま条件がそろってしまったと、なかなかあることではないということもよく分かりました。そ

のとき思ったのが、もしこの変更契約が専決処分にすることができない金額だったとしたら、議

案として議会に諮られて、不明な点は今回のような質疑ができたんだろうなと思います。専決処

分にすることができる案件だからといって、結果報告の際に説明を十分にしていただけなかった

と感じています。自分の不勉強を棚に上げて申しますが、議員、ひいては町民の方々が疑問に思

いそうだとは思わなかったのかなと、正直思いました。専決処分にすることができるという規定

は、そうしなければならないということなのでしょうか。質疑応答により不明な点を明らかにし

て議決を取ることはできなかったのかなとそのようにも思います。金額的に議会に諮る必要がな

かっただけではなく、工事を急いでおり、議会に諮る時間もなかったということなのかなという

ふうにも思います。そうであれば、せめてそういう場合は、今後は私たちが疑問に思いそうなこ

とを想像して、しっかりと、専決されたとしましても報告の際には説明を添えて行っていただき

たいと要望をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、白鳥法子議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（荒川 政義君）  次に、４番、竹田茂伸議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  竹田茂伸でございます。よろしくお願いいたします。 

 原油価格の高騰により日本経済の雲行きも怪しくなる中、先月の令和３年１１月１０日に第

２次岸田内閣が発足し、令和３年１１月１９日には新型コロナウイルス感染症対応や格差是正を

含む経済対策を閣議決定いたしました。 

 県においては、来年度の予算編成と政策決定に関する政府要望７６項目を関係省庁に要望いた

しました。地方からデジタル化を進めるデジタル田園都市国家構想に関連して、デジタル包括交

付金制度の創設や地域課題の解決に取り組むコミュニティへの支援、デジタル格差対策として講

習会や機器貸出しへの支援制度の創設などでございます。デジタル田園都市国家構想は、地方が

都市を上回る魅力を持つチャンスであり、デジタル化を通じて便利で安心な地方が生まれると村
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岡県知事はおっしゃられていましたが、私も、この政策により、人口減少による困難を克服し、

地方が抱える問題解決に必ずつながると期待をしています。 

 さて、令和３年９月の定例会は病気で欠席をしましたが、提出していた質問に丁寧に回答して

いただき感謝申し上げます。議員になってから今年の１１月２４日までに、延べ８０人の方から

意見要望等をいただいています。新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、病院、行政窓口に関

する御意見、岩国基地への空母艦載機の移駐に関する要望等など、多種にわたっています。今ま

でに町民の声を聴きながら一般質問をさせていただきましたが、議員になり１年経過して、町の

課題も見えてきました。今後は、課題に対し、ＣＳ・ＥＳの両方の視点で、どうすればもっとも

っとよくなるのかを議論していきたいと考えています。 

 それでは、通告に従って２点ほど質問させていただきます。 

 １番目に、地域課題に対する可視化についてということでございます。 

 課題に対する進行管理はできているのかということで、今までに町民の意見、要望等を機会あ

るごとに説明させていただいていますが、すぐに対応できる部署とそうでない部署があります。

どこの自治体であったか不明ですが、すぐやる課というのが以前ありましたが、最近では、橘地

区中心街の草が交通妨害になっている件、東和地区バス停での休憩場所の件などはすぐに対応し

ていただき、町民から賞賛の声もあり、御礼申し上げます。 

 課題の内容によって取組に差が出ることは当然理解していますが、取組に濃淡があり、組織力、

マネジメント力、人材育成能力、職場風土などに問題があるように感じています。組織ですから

１００％というわけにはなりませんが、投げかけたことがどこまでできているのか、誰が担当な

のか、いつ頃達成できるのか、やるのかやらないのかをはっきりさせる、誰が見ても課題の進捗

状況が分かる、職員全体と町民が情報を共有できることが課題解決の近道ではないでしょうか。

検討するという回答の解釈にもいろいろあると思いますが、職員が減り、さらに新型コロナウイ

ルス感染症で仕事が増えていることは十分認識しています。一般質問をする意義からも、町の課

題を一つ一つ解決する、また解決の流れを示す可視化、いわゆる見える化は、行政に携わる我々

にとっては、時代に即した行政需要に的確に対応し、町民サービスのより一層の向上を図る重要

な施策であると考えています。ここで私は、全国で初めての民間活力により各部署をデジタル化

でつないだ町長直属の課題管理部、これは仮称ですが、設置を提案をいたします。ついては、課

題に対する進行管理をどのように進めていくのか。県は、デジタル化により今までにはない手法

で地域課題を解決するためにやまぐちデジタル改革を推し進めています。町長も就任時と年頭所

感で、前例にとらわれない創意工夫で可能性を伸ばすと述べられました。ぜひこの機会に、周防

大島町においても人口減少を抑え、豊かさと幸せを実感できる社会の実現に向け、課題に対する

デジタルによる可視化対策を早急に取り組むべきと考えています。課題に対する進行管理はでき
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ているのかについて、答弁をお願いいたします。 

 次に、地域格差のない町とは、これからも住みたい町とはということで、令和３年３月の定例

会で２０年先には周防大島町の人口は８,０００人になると説明したことがありますが、これか

ら先、人口が減り、医師不足による病院縮小、商店廃業等による買物難民の増大、交通機関が不

便になる予想の中、ＳＤＧｓの３番目にある、全ての人が健康でいるためにはどのようにまちづ

くりを進めていくのかが、私の一番気になるところでございます。人口減少が大きな課題の中で

誰一人取り残すことなく定住へつなげていくためには、行政と町民が地域の将来像を議論し、迎

え入れる環境を整備することが急務であり、今こそ公共交通の整備と政府が進めるコンパクトシ

ティ構想の実現に向けた青写真の作成が求められているのではないでしょうか。教育については、

競争原理の観点からほぼ今の学校統合でよいと考えています。病院については、高齢者や自動車

の運転ができない方は、今の交通状況がさらに悪化すると仮定すれば、東和地区、橘地区の方は

病院難民になると予想されます。通院のバス代は高く、安心して通院できなくなります。現在、

第１期再編計画が進行中ですが、１年以上、橘医院の休床化や電子カルテの統合問題などが解消

されておらず、将来にわたり町民が安心して暮らせる医療を提供する観点から、お叱りを受ける

かも分かりませんが、第２期再編計画の開始前までに、例えば周防大島町の中心地である日良居

地区に周防大島町のどこに住んでいても地域格差のない総合病院を設ける、他の病院の在り方を

含めた、町民の負担が増えない見直しの議論が必要ではないでしょうか。さらに、公共交通につ

いては、例えば町内どこへでも２００円程度で行ける循環型・混乗型の小型バスを導入するなど

いかがでしょうか。住みやすさ大賞という言葉を聞いたことがありますが、愛町心を育て、町民

全体で全国住みやすさナンバーワンの町にしようではありませんか。少しずつ人口が増えるかも

しれません。ついては、人口減少対策の観点から、地域格差のない町とは、住んでいてよかった

町、これからも住みたい町とはどのような町をいうのか答弁をお願いします。 

 質問２です。地場産業活性化の取組についてということでございます。 

 地場産業活性化協議会の設置をということですが、我が国の経済は新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響により個人消費や企業活動は著しく停滞し、厳しい状況が続いています。 

 また、環境や社会課題への意識が高まり、デジタル技術進展に伴う決済手段の多様化により、

金融環境も過去に例を見ない速さで大きく変化をしています。特に雇用や所得環境は大変厳しく、

株価上昇による恩恵は業種によりばらつきがあります。また、コロナ禍により国民は自粛による

ストレスを抱える中、新しい生活様式を取り入れつつ生活をしています。現在、周防大島町にお

いて感染者１４名を除いて令和３年９月６日以降発生していませんが、農業、水産業、商工観光

業、飲食業などの地場産業は大変厳しい状況にあり、実態経済は低迷しています。今こそ町民全

体の雇用を守る、経済を豊かにする改革が求められているのではないでしょうか。全国的にも新
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型コロナウイルス感染症が落ち着いていますが、国内でのオミクロン株の不安や人口減少が加速

する中での地場産業の課題について、見解を伺います。 

 ウィズコロナにおける販路拡大の課題に対し、チラシの作成、ＳＮＳ等による周知宣伝等は商

工会議所、観光協会、農産物や漁業者が捕獲した魚介類、商工観光業がつくった商品の販売は販

路拡大の得意な郵便局を活用して全国の未開拓市場へ展開、情報網の連結プログラムなどのデジ

タル化は行政と異種事業者が連携して互いに協力できるシステムを構築してはいかがでしょうか。

近江商人の三方よしの精神で、ミカン、イノシシ肉などの特産品を全国に販路拡大してはいかが

でしょうか。さらに、町民温泉祭りの開催、町内買物デー、地産地消運動、特産品の研究開発な

ど、周防大島町で生活する事業者が一つになってまちづくりを進める、それぞれの産業が抱える

課題に対し違う業種の視点で協力し合える形をつくる、町民全体で町を守る環境を整備すること

で周防大島町基本理念、豊かに暮らす、個性を生かす、人が活躍する、全てにつながると考えて

います。 

 周防大島町を観光日本一にすることも夢ではないと考えております。そこで、私はデジタル化

の推進にあわせ、ＪＡ、ＪＦ、郵便局、商工会議所、銀行等などがそれぞれの特性を持ち寄った

町主体の地場産業振興協議会の設立を提案いたします。 

 次に、行動制限に関する周知についてです。 

 国・県は、基本的な感染防止策を引き続き求める中、会食制限の撤廃、県外移動について行動

制限しないと発表していますが、国内全企業の７割が忘年会を開催しないという状況の中、年末

年始の宴会を奨励する自治体もあると聞いています。 

 周防大島町においては、令和３年１２月６日の定例会初日の行政報告において、緩和しないと

報告がありました。いろいろな事情があるのでしょうが、周防大島町の地場産業を早期に救済し

なければならないと考えています。 

 また、維新の里萩城下町マラソン２０２１は実施、サザン・セト大島ロードレース大会は中止、

第２５回サザン・セト大島サッカー大会は実施と、町民は困惑しています。ついては、行動制限

に関し、町民が分かりやすい周知をお願いいたします。 

 以上２点質問、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  竹田議員の地域課題に対する可視化についての御質問に私からお答えを

いたします。 

 本町をはじめ多くの自治体が、人口減少や少子高齢化の進展、複雑・多様化する住民ニーズへ

の対応、自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進や環境問題、さらには財政難といっ

た大きな課題に加え、新型コロナウイルス感染症対策など多くの課題に直面をしております。こ
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のような多くの課題を解決していくためには、様々な施策を講じていかなくてはならないと考え

ております。その基本となるものが、本年３月に策定をいたしました第２次周防大島町総合計画

であり、当計画を基本として行政改革大綱、そしてまち・ひと・しごと創生総合戦略など各種計

画との整合性を図りながら各分野での施策を進めてまいります。今回、竹田議員からこれらの課

題に対する進行管理についてどのように考えておられるのかとのことでございますが、先ほど申

し上げましたとおり、本町が抱える課題は多岐にわたっておりまして、それぞれの担当部署で進

行管理を行い、当初予算編成においては行政評価等を行い、総合計画の３つの基本目標の実現に

向けた施策を行っております。 

 また、課題解決の進行状況の見える化につきましては、本町が抱えている課題の多くは町民の

方々が実感できる即効性のある施策はなく、社会情勢の変化に対応しながら施策の見直しを行い、

そして継続して取り組んでいかなくてはならないと考えております。進行管理の可視化はなかな

か難しいものがあるなというふうに考えておるところでございます。しかしながら、多くの課題

が現在どのような状況にあるのか、町の施策がどのようなものであるか、何に重点を置いて予算

が編成されているのかなどの情報を町民の皆様に発信していくことは大変重要であると考えてお

りますので、できるものから適時適切に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、地域格差のない町、住みよい町とはどのような町を考えているのかとのことでございま

すが、私は本年３月に策定いたしました第２次周防大島町総合計画の冒頭でも述べさせていただ

いておりますとおり、この周防大島の豊かな自然に囲まれた環境の下、皆様が心と健康を保ち、

自然とともに生きがいや住みやすさを実感でき、笑顔で働き暮らしている町の姿と自然災害や感

染症への対策をはじめ、安心、安全、快適な生活の基盤である保健、医療、福祉や生活環境が充

実し、誰もが安心して暮らせる町が、私が思い描く周防大島町と考えておりまして、またどこに

いても同じ行政サービスが受けられるようデジタル技術やデータを活用しまして、住民の皆さん

の利便性を向上させていくよう努めてまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  竹田議員からいただいている質問の地場産業活性化の取組につ

いて、お答えをしたいと思います。 

 はじめに、協議会の設立等、産業振興を加速させる施策につきましては、町内において２つ以

上の団体等が協力して行った事業は、商工会と銀行業によるキャッシュレス決済推進事業など幾

つかあり、また、まるかじり等のイベントの際には、御質問の中にもございました団体のほとん

どが実行委員として参加され、地域の活性化に御尽力をいただいております。しかしながら、通

常時における多業種を横断的に協議を行う場がないのが今の実情であります。 

 現在、町内において経済産業省の実施する事業で、本町における日常生活、経済の持続、移動
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手段の確保の課題を解決するために、先進技術等を活用した持続的可能な包括的サービスについ

ての検証が行われている最中です。町といたしましても、この検証結果は今後の町の方針として

非常に参考になるものではないかと考えて、全面的に御協力させていただいているところです。

この検証の中に、異業種連携による地域活性化モデルというのもあります。これは、様々な業種

を巻き込んで、最終的にはＤＸにより生活のあらゆる場面で役立つ機能を構築しようとするもの

です。今後、異業種連携による地域の活性化を施策として行う場合に、御質問の中にありました

協議会等の設置につきましては、必要性が必ず現れてくるんではないかなと考えております。し

かしながら、先ほどの生活のあらゆる場面で役立つ機能の構築につきましては、いましばらく時

間が必要と考えておりますので、必要性が生じたときに協議会の設立等は検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 それから、２点目の早期の地域経済回復のための町内への行動制限に関する周知についてでご

ざいますが、町長が行政報告で申し上げましたが、国は先般、行動制限の緩和についての見解を

示したところです。しかしながら、現在、新たな変異株の感染者が確認されており、第６波も懸

念されておりますことから、現時点では公表することはふさわしくないと考えております。この

ため、今後の感染状況や国の方針に基づいて周知したいと考えておりますので、御理解、御協力

を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  竹田議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  今町長のほうからも答弁していただきまして、ありがとうござい

ました。一生懸命されているのもよく分かりますし、この最近、私の知り合いが役場に行ったら、

町長が走り回りよったよということで、私は悪く取っていないんですけれど、大変忙しく、町長

を先頭しながら職員の方も一生懸命やられておるんだろうと思います。ただ、先ほどから朝から

のほかの議員の方からもいろいろな課題が出てくる中で、先ほどからも言いましたけれど、私も

組織人としてのそういった人生長かったわけですけれど、課題を解決するというのは大変簡単に

はできないことも分かっております。ただ、そこのところをやはり見えるようにしていって、み

んながそこの職場の全体がそういうところに目が行くようにしていかないと、作った、以前もち

ょっとお話ししたことがあるかも分かりませんが、計画も今いい計画ができておるわけですので、

そこらあたりをしっかりやっぱりみんなでやっていくという、そういった形ができるかできない

かによって、その課題が解決するかどうかの早い遅いが決まってくるんじゃないかと思います。

そういったことでぜひとも私は、再質問をたくさん書いちょったんですけれど、いろいろ細かい

ことも聞きたかったんですけれど、今町長の答弁を聞いて私も安心はしたんですけれど、どちら

にしても課題をやっぱりみんなが見えるようにぜひお願いして、これはよいか悪いかどうか分か

りませんが、もう職員全体、会計年度任用職員を含めた全体が、その課におったらその課だけを
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やっておるんじゃなくて、行政に携わる我々は今みんなの町をよくしていこう、この周防大島町

をよくしていくという気持ちをつくる、そういったムードも大事なんじゃないかと思いますので、

ぜひよろしくお願いします。 

 それで、最後、１つちょっとあれなんですけれど、だからマネジメントなんかもどんどんでき

てきておるんでしょうが、行動制限の関係でちょっと質問させていただきます。私の勉強不足な

んですけれど、行動制限自粛の緩和ということで政府とか国がさっきも言いました、やっていま

すけれど、前回夏に、町内での行動制限緩和を請願書だったかな、要請書を出していますよね。

それが地域活動とかいろんなものに関係したものということで、私はいいことだなと思ったんだ

けれど、何かそこらも含めてテレビとかいろんな情報が入るものの情報と町での感覚というもの

が、ちょっと何か私は時々分からなくなるんですけれど、もっとそこらあたり、町としてできる

情報提供ということで、行動緩和について、厳しいとは思いますが、なかなかこうですとはっき

り言いにくいのは分かるんですが、やはりある程度、国・県に合わせたような困惑しないような

情報というのも要るんじゃないかなと思いますので、もしよければその点、最後１点ほどお答え

願えたらと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  竹田議員から行動制限の緩和について、先般、この議会冒頭の

行政報告では、公表は現段階では少し、もうちょっと時間をくださいということを申し上げたと

いうふうに思っておりますけれども、私たちはこれまで２回ほど新型コロナウイルスワクチン接

種ということで、６月、７月、８月ということで時間を大変――この日曜日も全部集団接種とい

うことで新型コロナウイルスワクチンを接種をしてまいりました。この目的は、実は確かに重症

化の予防とか、発症の予防ということもあるんですが、竹田議員がおっしゃるように、どうした

ら１日でも早く元の日常生活に戻せるかということを踏まえて、２回の新型コロナウイルスワク

チン接種をし、これからは３回目の新型コロナウイルスワクチン接種をしましょうとこういう話

になっているという前提でまず御理解をいただきたいと思っております。そういう中で竹田議員

もおっしゃるとおり、我が国の感染というのが令和３年１０月ぐらいからほとんどなくなってき

た。本当に落ち着いた状態に現段階もなっているという段階で、国は、ワクチン・検査パッケー

ジという言い方をいたしますけれども、新型コロナウイルスワクチンの２回接種、または陰性の

証明をもって、飲食、イベント、移動について全て緩和をしましょうというのを令和３年１１月

１９日に基本的対処方針の中で発表をしております。山口県は令和３年１１月２５日に国と同じ

方針、これも発表をしております。しかしながら、竹田議員も御存じだろうと思うんですけれど

も、残念ながら僅か１週間たつか、たたないかの状況の中で、新しい変異株のオミクロン株とい
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うものが報告をされたと。現段階で報告をされているのは、デルタ株より３倍から４倍感染力が

強い、そしてブレイクスルー感染、いわゆる２回接種、３回接種をした人でも発症をしている。

現段階でまだはっきり見えていないことは何かといいますと、重症化するかしないかということ

がまだはっきりしていない。一部ではやはり重症化もあると言われておりますけれども、はっき

りしていないという状況の中でございます。そして実は第５波のデルタ株というのは、１例目が

国内で感染されて約３か月であの第５波の爆発的感染状態に陥りました。先ほど申し上げたよう

に、オミクロン株というのは、その３倍から４倍の感染力があるということになりますと、僅か

１か月ぐらいであのデルタ株の状況をもしかすると超えるかも分からないというふうに現段階で

は言われている状況でございます。よって、そこの感染拡大がいかにこれからどういう状況にな

るか、そして第６波が本当に来るのか、来ないのかというのを見届けた上で私たちも当然、行動

制限の緩和はしていかなければならない、これは当然の話ですので、そうしないと竹田議員がお

っしゃるように経済も立ち行かなくなるというのは当然の話ですから、行動制限の緩和について

公表をしていきたいというふうにも考えております。ただ、現段階の状況を申し上げると非常に

この年末年始どうしても、もう感染が収まっているという状況で、今年はどうしても年末年始の

人の移動が多いだろうと、これは仕方がないことだろうというふうにも思っておりますので、今、

国も県もそうなんですが、今言えることは、いま一度基本的な感染症対策を継続していただきた

い。それはマスクの着用であったり、手洗いであったり、３密を避けたりということをお願いを

申し上げたいと。これはあくまでお願いベースで、現段階では国としてはまだ行動制限の緩和を

止めているわけではありませんので、これはあくまでお願いベースでありますが、そういう形で

お願いを申し上げたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、竹田茂伸議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後２時11分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時22分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、１０番、吉村忍議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  お待たせをいたしました。議席番号、１０番、吉村忍でござい

ます。今回も発言の機会をいただきましたことをまずもってお礼を申し上げます。 

 質問に入ります前に、恒例の一言、小ばなしを申し上げます。 
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 議会広報編集特別委員会の委員長を拝命いたしまして１年が経過をいたしました。優秀な委員

とともに議会の活動や審議の内容を、より見やすく、より分かりやすくお伝えし、より多くの町

民の皆さんに興味を持って読んでいただけるような議会だよりの作成に取り組んでおります。 

 現在、編集作業中であります第６８号では、新企画といたしまして、第６７号を読んでいただ

いた感想を６名の町民の方にいただき、掲載することといたしました。 

 そのうちの２名の方から、執行部の検討するという御答弁について、その後を追跡するべきで

はないかという趣旨の御提言をいただきました。まさに、この町民の方の仰せのとおりと感じて

おります。 

 検討する、考えたい、これらの御答弁につきましては、質問者のみならず、議会広報編集特別

委員会におきましても追跡することを検討し、考えたいと思っております。 

 本日、既に病院事業管理者、産業建設部長、環境生活部長から各１回、総務部長からは２回、

その発言が出ております。私以降の御答弁につきましては、語尾の言い回しには十分お気をつけ

願いますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、通告と、３か月前の予告に従いまして、新型コロナウイルス感染症対策についてと

有害鳥獣対策について質問をさせていただきます。 

 なお、今回は再質問におきまして変化球を用意しています。球種はカーブでございます。参考

までに私は左投げでございます。左投げのカーブは、どちらに飛ぶか御想像はつくと思いますの

で、御用心くださいますようお願い申し上げます。 

 また、本日、先発の岡﨑議員より、イノシシ対策につきましては、強く厳しく追及せよとの送

球をいただいておりますが、皆さん御存じのとおり、このとおり気が小さく物腰の柔らかい性格

でございますので、いつものとおりソフトな質問をさせていただきます。 

 最初の新型コロナウイルス感染症対策について、新型コロナウイルスワクチンの３回目の接種

と未接種の方への対応についてであります。 

 まず、新型コロナウイルスワクチン３回目の接種について、５点、伺います。 

 １点目は、令和３年１２月６日の臨時国会の所信表明演説におきまして、岸田文雄首相が、

８か月を待たずにできるだけ前倒しとの方針を示されましたが、このことについて、本町はどの

ように対応するのか、伺います。 

 ２点目は、本町では、ファイザー社製、または武田モデルナ社製のワクチンを使用する計画で

ありますが、その使い分けはどのように考えているのかを伺います。 

 ３点目は、２回目までを接種した医療機関とは別の医療機関での接種は可能であるのかを伺い

ます。 

 ４点目は、２回目までとは同様に集団接種は行われるのか。またタクシーの利用助成はあるの
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かを伺います。 

 最後、５点目に、当日キャンセルにはどのように対応するのかをお伺いいたします。 

 続いて、新型コロナウイルスワクチン未接種の方への対応について、２点、伺います。 

 １点目は、これから１回目の接種を希望する方へは、どのように対応するのかを伺います。 

 ２点目は、来年度、新たに接種対象年齢となる児童への対応はどのように考えているのかを伺

います。 

 次の有害鳥獣対策については、サル対策とイノシシ対策についてであります。 

 サル対策については、２点、伺います。 

 １点目は、本年８月以降に寄せられた目撃情報を伺います。 

 ２点目は、箱わなの設置状況、監視カメラの映像の確認状況と、大島大橋本土側のサルが侵入

したと推測される雑木の伐採の実施状況を伺います。 

 続いて、イノシシ対策については、３点、伺います。 

 １点目は、１年前の令和２年第４回定例会におきまして、私の質問に対し、今後のイノシシ対

策をより効果的に実施するためにも、生息数や生体の把握は必要であり、その方法等についても

検討していきたいと考えているとの御答弁がありましたが、その方法は検討できたのかを伺いま

す。 

 ２点目は、２年前の令和元年第４回定例会におきまして、私の質問に対し、道路にイノシシ注

意の標識を立てるなど、ドライバーに注意を促していきたいと考えている。さらに１年前の令和

２年第４回定例会におきましては、ポータブルで移動できるような簡易的な立て看板をその時々

で置けたらいいと今考えているとの御答弁をいただいております。 

 今もなお、車両とイノシシとの衝突事故は絶えないにもかかわらず、衝突事故防止の注意喚起

の看板等の設置が進まないのはなぜなのか、お伺いいたします。 

 ３点目は、周防大島町鳥獣被害防止計画に捕獲等に関する取組の課題として、捕獲成果の上が

らない捕獲従事者への捕獲の技術・知識、意欲等の向上対策とありますが、これについての実施

状況をお伺いします。 

 以上、御答弁をよろしくお願いをいたします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  吉村議員の新型コロナウイルス感染症対策についての御質問にお答えを

いたします。 

 はじめに、新型コロナウイルスワクチン３回目の接種について、１点目の臨時国会の岸田文雄

首相の所信表明演説において、８か月を待たずにできるだけ前倒しとの方針を示したが、本町は

どのように対応するのかとの御質問についてでございますが、前倒しについての報道はされてお
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りますけれども、現段階では国からの通知が来ておりません。今後、前倒しの時期や対象者につ

いては、国からの通知により、本町においても方針に基づき対応していきたいと考えております。 

 ２点目の本町では、ファイザー社製または武田モデルナ社製の新型コロナウイルスワクチンを

使用する計画であるが、使い分けはどのように考えているのかとの質問についてでございますが、

現在、武田モデルナ社製の新型コロナウイルスワクチンについては、１５日に国の審議会で承認

され、近く省令等が公布されると聞いておりますが、令和３年１２月から接種している医療従事

者については、ファイザー社製の新型コロナウイルスワクチンを使用しております。 

 今後の接種計画については、現在医師会と協議中でありますが、今後、前倒しが行われた場合

等は、国の方針に従って本町も武田モデルナ社製の新型コロナウイルスワクチンを用いて、優先

度に応じ接種をしたいと考えております。 

 ちなみに、昨日、１２月１６日に厚生労働省により武田モデルナ社製の新型コロナウイルスワ

クチンを３回目の追加接種に使うことを特例承認したと報道でも伝えられておるところでござい

ます。 

 ３点目の２回目までを接種した医療機関とは別の医療機関での接種は可能かとの御質問につい

てでございますが、１回目、２回目に接種した医療機関で接種していただくほうが、接種歴もあ

ることから、より良いということであるというところでありますけれども、予約につきましては、

この度、業者委託による町コールセンター及びＷｅｂ予約と──インターネット予約とすること

としておりますので、本人の希望する医療機関で接種いただくこととしております。 

 ４点目の２回目までと同様に集団接種は行われるのか。またタクシー利用助成はあるのかとの

御質問についてでございますが、集団接種につきましては、現段階では行う方向で検討している

ところでございます。 

 福祉タクシーにつきましては、前回の利用率が８.２９％、予算執行率が１８.５７％と非常に

低い状況ではございますが、今後検討はしてまいりたいと考えております。 

 ５点目の当日キャンセルには、どのように対応するのかの御質問については、健康増進課に連

絡をしていただき、キャンセル待ちとして接種日を調整させていただきたいと考えております。 

 次の新型コロナウイルスワクチン未接種の方への対応についてでございますが、１点目の、こ

れから１回目の接種を希望する方へは、どのように対応するのかとの御質問でございますが、接

種を希望される方は、現在も予約を健康増進課で受け付けており、接種医療機関、接種日時を調

整しております。 

 ２点目の新たに接種対象年齢となる児童への対応は、どのように考えているのかとの御質問で

ございますが、１２歳を迎えた方から順次接種券と御案内を送付しております。 

 また、接種を希望される方については、健康増進課において予約を受け付けており、ワクチン
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を廃棄することがないよう、接種医療機関、接種日時を調整しておりますので、今後とも御理解、

御協力を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 続いて、有害鳥獣対策についての御質問にお答えいたします。 

 １点目のサル対策についてでございます。 

 １つ目の令和３年８月以降の目撃情報についてでありますが、サルの目撃情報は、町のホーム

ページでは、本年８月１６日から町広報では、令和３年９月から呼びかけをしているところです。

しかし、令和３年８月１９日の目撃情報を最後に、３か月以上情報が入っていない状況でありま

す。 

 ２つ目の対策の実施状況についてということですが、箱わなの設置状況につきましては、サル

の箱わなは、令和３年８月の臨時会で御承認をいただき、４基購入をしたところです。 

 その設置状況は、現在、目撃情報をもとに屋代地区に２基設置しております。残りの２基につ

いては、今後の目撃情報と大島郡猟友会と協議しながら設置を進めてまいります。 

 次に、監視カメラの映像確認状況についてですが、世界的な半導体不足の影響により、カメラ

の搬入が遅れておりましたが、今月１２月中に設置が完了するめどが立ったところでございます。

したがいまして、映像の確認はまだできておりません。 

 次に、雑木の伐採状況についてですが、本年１０月２０日、道路管理者である山口県へ、山口

県柳井土木建築事務所大島分室を通じて、大島大橋の柳井市側の法面等の伐採を再度要望したと

ころ、予算を確保していただき、今月、１２月中に発注予定であるとの回答をいただいておりま

す。 

 ２点目のイノシシ対策についてでございますが、１つ目の生息数や生態の把握の方法の検討に

ついてでありますが、生息数や生態の把握は非常に困難であり、いまだによい手だてが見つかっ

ていないのが現状です。 

 ２つ目の車両の衝突事故防止のための注意喚起看板等の設置が進まないのはなぜかという御質

問についてですが、国道及び県道敷への設置は、道路管理者である山口県へ申請し、許可を受け

なければなりません。その際、最も重要視されることが歩行者や通行車両への影響であります。 

 強風や走行風などで簡単に飛ばされないように設置するなど、条件が厳しいため、なかなか進

んでいない状況です。今後も検討を進めるとともに、注意喚起看板については、農林課で１０枚

製作済みでありますので、まずは交通に支障の出ない範囲で掲示を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 そして、３つ目の捕獲成果の上がらない捕獲従事者への捕獲の技術・知識、意欲等の向上対策

の実施状況についてでございますが、新しく狩猟免許を取得した捕獲従事者については、大島郡

猟友会の御協力のもと、年１回の講習会を開催し、捕獲の技術・知識、わなの製作や設置につい
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て参加していただいております。 

 また、多くの捕獲従事者の方々は、農業など仕事をしながら捕獲にあたっている方であるため、

年１回の開催では、参加がかなわない方もいらっしゃると存じます。今後、大島郡猟友会と協議

し、講習会の開催数を増やすなど検討してまいりたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  ありがとうございました。 

 まず、新型コロナウイルスワクチン３回目の接種につきましては、今定例会初日に町長から、

行政報告におきまして御説明をいただきましたけれども、より詳しく御説明をいただきたいとい

うことで質問をさせていただきました。 

 １回目の予約時のような電話合戦をまたやらんにゃいけんのかというふうに御心配をされてい

る方が多くいらっしゃいます。また、土日でないと接種を受けられない方も多くいらっしゃいま

す。令和３年６月定例会におきまして、山根議員、新田議員、そして私が御提言いたしました

コールセンターを外部委託という件。Ｗｅｂ予約との二本立てに接種券も多分恐らく段階的に発

送されるんだろうと思います。１回目のような混乱は生じることはないんだというふうに、今、

感じております。 

 また、職員の皆さんの負担軽減も図られ、新型コロナウイルスワクチン接種に御協力いただい

ております医療機関の皆さんにも、予約対応に時間を取られることなく、通常業務に支障を来た

すこともなくなり、さらに平日に医療機関でしか接種することが難しい方への配慮も感じられる

集団接種も、今、調整中ということでございますので、まさに八方よしというふうな、言い過ぎ

かもしれませんけれども、過去の教訓を生かされまして、町民、議会の声に耳を傾けて実行する

９９点の御答弁でございました。 

 なお、あと１点は、検討するという言葉が１つありましたので、マイナス１点でございます。 

 さて、新型コロナウイルスワクチンについては再質問はございません。御安心ください。 

 さて、年末でございますので、今年の新型コロナウイルス感染症対策について、ここで少しち

ょっと振り返ってみようと思います。 

 今年は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金というのを国からいただきまして、

町民一人一人に合計５,０００円のクーポン券の交付から、消毒用のアルコールの購入まで、合

計で２億２,９１９万５,０００円を新型コロナウイルス感染症対策として補正予算のほうで計上

されております。 

 その大部分の１億９,２３２万４,０００円が、令和３年５月１０日の第２回臨時会での計上で

ございました。私は、賛成するにあたり賛成討論を行った責任もございますので、この際だから

というふうに計上されたものはないと私は信じております。 
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 あれから７か月が経過しておりまして、新型コロナウイルス感染症対策としての補正予算なら

ば、既に執行済みでなければならないと思うんですけれども、私が気になっている点を２点、確

認させていただきます。変化球が行きますから気をつけてください。 

 私は、ふだんからキャッシュレス、キャッシュレスとうるさいんですけれども、納税における

キャッシュレス決済は令和４年度から導入ということでございます。 

 町立病院の窓口におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、いち早くキャッシュ

レス決済を導入されました。既に導入されているはずとは思うんですが、いつ導入されて、いつ

からこれが利用できるようになったのか、まずお伺いします。 

○議長（荒川 政義君）  大元病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（大元 良朗君）  吉村議員の御質問にお答えいたします。 

 令和２年度に整備しまして、令和３年度４月から一応開始できる状況ではあったんですけれど

も、いろいろちょっと業者とのトラブルがありまして、あとキャッシュレスができるという病院

内の表示等がうまくいっていなかったこともありまして、今は私も確認いたしましたけれども、

きちんとできる状況でございます。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  令和３年度４月から開始、使えるはずだったと思うんですけれ

ども、私、令和３年１１月１０日に町立病院で脳ドックを受けました。窓口で何払いが使えます

かと尋ねますと、現金のみしか払えませんという御回答でございました。 

 私は、ポイ活──ポイント活動、これが趣味でございます。大変がっかりいたしました。せっ

かく導入しても利用できないのでは意味がない。この際だからの予算ではないとは信じておりま

す。 

 この脳ドックでは、検査の結果は異常なかったんですけれども、この窓口のやり取りで多分脳

に異常を感じましたので、また再検査をしてみようと思いますので、その際には、キャッシュレ

ス決済を使ってみようと思っています。 

 あともう１点、今年度も残念ながら、大島一周駅伝、サザン・セト大島ロードレース大会、中

止になってしまいました。残念で仕方ありません。私はこの目標を失って趣味のジョギングをさ

ぼりがちでございます。これからの季節は、なおさら外に出て運動するのは、億劫になります。

こんなとき、家でＤＶＤでも見ながら体を動かせたらいいなと思っています。 

 そういえば、周防大島町には、新たな生活様式に対応した運動講座のＤＶＤの作成・配布とい

う、令和３年５月の第２回臨時会で補正計上になった新型コロナウイルス感染症対策の事業があ

ります。しかしながら、私は、このＤＶＤをなかなか手に入れることができません。アイ・キャ

ンの番組欄を入念にチェックしておりますが、一向に放映されません。どこで手に入るんでしょ
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うか。近藤健康福祉部長。 

○議長（荒川 政義君）  近藤健康福祉部長。 

○健康福祉部長（近藤  晃君）  吉村議員のＤＶＤについてですが、作成したというのは私は聞

いておるんですけれども、すみません。どこに配布をしているかというのは、ちょっと確認がで

きておりませんので、後ほど確認のうえ、御回答を申し上げたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  私は、町長に友情出演をお願いしよったんです。それはかなわ

んかったっちゅうことで非常に残念でございます。 

 今年の世相を表す漢字は金に決まりました。いろいろ理由があると思うんですけれども、この

給付金、大切なお金ですので大事に使っていただきたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、これぐらいで今日はやめておきます。 

 それでは、有害鳥獣のほうへまいります。 

 サル対策について、令和３年８月以降は、令和３年８月１９日が最後ということで、町内に潜

んでいるのか、寂しくなって帰ったのか、はたまた仲間を呼びに行ったのか分かりませんけれど

も、まだ監視カメラがついていないっちゅうことで、その後どうなったのかも分からないという

ことで、非常に残念でございます。 

 今後の侵入対策につきましては、やはり柳井市との連携で、橋の向こうで捕獲していただく方

法、さらに橋の下の樹木の継続的な管理ですね。それと、今のカメラもいいですけれども、ＡＩ

技術を駆使した高性能のカメラですね。サルを検知したらすぐにこう連絡体制が取れるようにし

ちょって出動ができるような体制を整えておくことが大切だと思います。サルは以上です。 

 次に、イノシシですけれども、例年捕獲数は増えているんですけれども、被害の声は一向にや

むことはありません。進化するイノシシとのイタチごっこ、イノシシごっこの繰り返しなんです

けれども、国は、抜本的な捕獲強化対策をして、２０１１年を基準年として２０２３年までに生

息頭数の半減を目指すということとしております。 

 本町においては、この国に準じて対策を行うというのであれば、生息頭数の把握については大

変重要なことだと思っておりますが、方法がないということでございます。 

 本町では、周防大島町鳥獣被害防止計画に捕獲計画頭数というのがありますけれども、やはり

目指すべき目標がまだ明確に定められていない。そもそもこのイノシシをどうしたいのか。全滅

させたいのか、それとも生息域を限定して棲み分けを図るのか、それとも永遠にイノシシごっこ

を繰り返すのか。まず本町のこのイノシシ対策の目標は何なのか、まずはじめにそこをお伺いい

たします。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 
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○産業建設部長（瀬川 洋介君）  イノシシに対する町の基本的な方針についてですが、現実的に

現段階でイノシシの根絶は不可能と言わざるを得ないと思っております。 

 しかしながら、被害はやまない状況ですので、被害が出ない程度の減少になるような捕獲を今

までどおり進めていくとともに、防護というのは、ある意味、共存という意味合いも含まれてい

ると思います。 

 今、現実的に取り組んでおりますのが、地域を一帯とした取組が現実的に動き始めております

ので、そういった意味で、捕獲と共存ということにはなると思うんですが、今の生息数というか、

捕獲数は続けていきたいというふうに考えております。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  はい、分かりました。 

 では、次に衝突事故対策のほうにいきます。これは３年連続、３回目の質問でございます。 

 昨年、久賀の大崎に、夜間では全く目立たない、昼間でもよく分からん場所に、最初の議会答

弁から約１年後に、ようやく２枚ほど、イノシシ出没注意というふうな看板が設置されました。

しかし、冒頭に触れましたけれども、昨年１２月に設置に向けて前向きな議会答弁をいただいて

おりますが、これまで設置が進んでいないという状況でございます。──１０枚ほど用意してい

るが、まだ設置していないということでございました。 

 この間、イノシシと車両との衝突事故というのは頻繁に起きております。不運なことに、令和

に入ってまだ２年と８か月で２度も事故を起こした人がいらっしゃいます。１度目は廃車、２度

目は何と５年もローンが残っている新車でございます。私のことです。幸いけがはなかったんで

すけれども、２年ぶりに２度目となると心に大きな傷を負います。今もその後遺症にまだ悩んで

おります。 

 今朝ほどの岡﨑議員も、食害の被害、農地のですね。遭われているということでございますけ

れども、やはりこの被害者でないと、本当の苦しみは分からない。イノシシが出たね、出たねと

言うだけじゃ、やっぱり本当に分からんと思います。 

 私たちのような思いは、ほかの方にはしてほしくないというふうに私は考えて、イノシシにつ

いてはうるさく言うんですけれども、車の場合は、人がけがをするというのは、そうないのかも

しれませんけれども、特にバイクでの衝突は死に至ることになります。ある課の課長さんもバイ

ク通勤している途中に、何か突進されたというふうな話も聞いています。 

 静岡県では、２０１８年なんですけれども、国道上を走行していたバイクと横から飛び出して

きたイノシシと衝突して、バイクが転倒して、運転していた男性が収容された病院で亡くなった

という大変痛ましい事例もございました。 

 長崎県では、先月なんですけれども、令和３年１１月１２日に、車とぶつかって死んでいたイ
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ノシシに、後から来たバイクがそれに乗り上げて転倒して意識不明となるというふうな事例もご

ざいました。 

 看板を準備しているのがあれば、設置場所について私のほうも１つ提案があるんですけれども、

まず外から帰ってきて、橋を渡って両方１００メートルぐらいまでに１枚。周防大島に来たら、

ああ、イノシシが出るんだなというふうなまず注意喚起をする。 

 左回りで行きますと、しばらく忘れて、もう忘れちょる三蒲ぐらいで、おお、イノシシが出る

んじゃ、気をつけんにゃいけんちゅうところで、また１枚欲しいですね。 

 次に、今、大崎にある、あのよう分からんやつをこっちに向けてもろうて、見やすくしてもら

う。 

 次に、私がぶつかった日前。前のとき、日前のあそこの何ですか、日前に入る前にちょっと

１つ坂がありますけれども、そこら辺でもよく事故が起こっていますので、その辺。だから長浜

ですか、長浜から日前の間、あの辺にまたもう１枚あるとですね。おお、ここからまたイノシシ

が出るぞと。気をつけんにゃいけんと。 

 それからまた日前を過ぎてたちばな園、東和へ入る前、ここ２年前にやったところなんですけ

れども、私が。ここもよく横断していますので、この辺で東和に入る前に、おお、イノシシに気

をつけにゃいけんというふうな看板。 

 森野小学校を過ぎた辺りからあの辺もよくイノシシが転がっていますので、ここにも１枚とい

うふうに、定期的に目に入るように設置していただくのがいいかなと。ちょっと１０枚じゃ足り

んかもしれませんけれども、そういうふうな設置の仕方を提案いたします。 

 それで、私、今でもこの道路上での事故は、私は道路管理者に責任があるというふうなことを

主張し続けているんですけれども、過去、そういった裁判例もあるんです、実は。一審では訴え

が認められたところまで行っているんですけれど、最後にひっくり返ったということもあるんで

すけれども、やっぱりその看板が１枚あるだけでドライバーの気持ちが違うと思うんです。事故

は少しでも減るんじゃないかなと思いますので、この１０枚。私は検討しますは、もう今から追

究しますので、この１０枚、いつまでに設置するか、今ここで決めましょう。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  購入してある１０枚の看板につきましては、当初の予定どおり、

今年度中に全ての設置を完了したいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  令和４年６月議会で私が聞くことがないように、しっかりとお

願いをいたします。 

 次に、捕獲成果が上がらない捕獲従事者への捕獲技術の知識、意欲等の向上対策についてでご
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ざいます。 

 新規に狩猟免許を取得された方には、１回ほど行われているということでございました。私、

狩猟免許を取得して猟友会に入ってはいるけれども、捕獲に従事をしていないという方に御意見

を聞いてきました。なぜやらないのか、捕獲に従事しないのかということで聞いてまいりました。

すると、大きな理由が２つあるということでございます。 

 １つ目は、捕獲後の止め刺しですね。やっぱりこれに一番大きな不安があるということでござ

います。 

 現在、各総合支所に、電気止め刺し器と保定具の鼻取りですね。これ借りることができるんで

すけれども、やっぱり実際に行うとなると、勇気と技術が必要になります。箱わなの場合は、そ

う危険度は高くないんですけれども、相手はおりの中にいますから。くくりの場合は──くくり

わなの場合は、ワイヤーが切れたり、ワイヤーがかかっている足がちぎれたり、鼻にかかるとき

もあるんですね。鼻がちぎれたり。私も実際目の前で鼻がちぎれて逃げられたというケースも体

験しています。さらに、そのワイヤーをくくっている木が折れるとかいうふうなこともございま

すので、かなり危険度が高いです。 

 止め刺しについては、猟友会の方に、猟友会の中で銃を所持している方がいらっしゃるんです

けれども、その方に止め刺しを依頼することはできるんです。ただ、銃は、民家から２００メー

トル離れていないといけないとか、いろいろ細かい規制があるんです。謝礼も一応猟友会内で決

まりがあって、これが謝礼を払うんが嫌というんじゃなしに、僅かな金額なんです。その僅かな

金額でわざわざ来てもろうて、撃ってもろうてちゅうんが申し訳ないというんで頼みにくいとい

うことでございます。 

 もう１点は、やっぱり捕獲した個体を埋設する場所を持っていない。これが１つの理由だそう

でございます。さらに穴を掘って、こう山の中で穴を掘って埋めよったら、何か死体遺棄でもし

よるんじゃないかというふうにね、私もどきどきしながらいつもやるんです。人に見られたらど

うじゃろうかというのがありますので、やっぱりそこが２番目の不安点でございます。 

 話は違うんですけれども、自分の農地でイノシシを捕獲した方がちょっと近くに埋めたらしい

んですよ。それをイタチかイノシシか分からんですけれども、翌朝に掘り起こされちょった。そ

こにカラスがわあっと来て、イノシシをつついて、ついでにミカンを食べて帰ったと。何のため

に捕獲したんか訳が分からんちゅうて言われて嘆いていました。 

 ということで、やはり処分場の建設というのは、やはり必要なんじゃないかなというふうに感

じています。捕獲に取り組みやすくするための対策としまして、その止め刺し時のサポート体制、

それと処分場の確保について、何か産業建設部のほうでお考えはありませんか。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 
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○産業建設部長（瀬川 洋介君）  新人捕獲者のためらわれる止め刺しについて、講習等も行って

おりますが、それだけではなかなか十分とは言えないと思いますし、今、猟友会の方にお願いし

てちょっと謝礼が発生しているというのは、初めて私は知ったところなんですけれども、現実的

に、今そういうお問合せがあれば、猟友会の方に町からお願いをして、実演していただくといい

ますか、やっていただく。 

 それから、町の職員、農林課の職員もその辺にもう既に慣れておる職員もおりますので、遠慮

なく御連絡をいただければ、職員でも対応ができるというふうに考えております。 

 現実的に、今、猟友会の会員となられているのが、令和２年度で１４１名いらっしゃって、実

際に令和２年度で捕獲に従事されたのが１０４名というふうな実績として上がっております。

４０名ほどの方が免許を持っていながら捕獲にはあたっていない。それぞれの事情があると思い

ます。本業が忙しいとかですね。ただ、今、その中には、吉村議員の言われた止め刺しにためら

いがあるという原因もあるかもしれませんので、その辺については、今、言った対応でやってい

きたいなというふうに考えております。 

 それから、捕獲後の処分の問題ですね。これは、最初の岡﨑議員の御質問の中にもありました

捕獲者の労力軽減といいますか、それは必須課題というふうに考えております。現在、６０歳代、

７０歳代の捕獲者の方が全体の５０％以上を占めて、６割近くを占めております。 

 一番町内で捕獲数が多いのが、７０歳代の方が捕獲が多い。今はそういうまさに高齢化、猟友

会の中でも高齢化ということになっております。その中で一番負担となるのが、まず穴を掘って

埋めるという行為ではないかと。それが労力の節減、さらに高齢化であっても、引き続き捕獲を

努めていただける手助けになるんではないかなというふうには考えております。 

 現在、その焼却施設については、禁句なのかもしれませんが、検討をしております。実際に先

進地の視察も行っておりますので、その辺は地域活性化・害獣・防災対策特別委員会等でも議題

として御説明をしたいなというふうに思っております。 

 ただ、その中でお話をお伺いできればと思うんですが、仮に町内の１か所、どこかに処分場が

あった場合、イノシシを結局そこまで運ばなきゃいけない体力ということになるわけですね。そ

れが本当に負担の軽減になるかということは、しっかりと議論をしないといけないというふうに

思っています。その辺も含めて地域活性化・害獣・防災対策特別委員会等も通して負担軽減には

努めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  ありがとうございました。止め刺しについては、町の職員の方

でもプロがいるということで、その辺を新人の方にしっかりアナウンスをしていただいて、こう

いう体制がありますよというふうに伝えてください。 



- 138 - 

 処分場については、また地域活性化・害獣・防災対策特別委員会のほうでしっかりと議論をさ

せていただきますが、この検討をしていますというのは、本当に検討をしているということで、

そういうふうに受け止めさせていただきます。 

 最後、もう１点、質問をさせていただきます。 

 私の場合は、小ばなしが長いので申し訳ないんですけれども、令和２年度の捕獲数は３,０２３頭

ということでございました。そのうち、今、箱わなでの捕獲が７８３頭ということでございます。

やはりくくりわなでの捕獲数が圧倒的に多く、箱わなでの捕獲は餌さえまいちょきゃ簡単に捕獲

できるというふうに思われがちなんですけれども、やっぱり管理が難しい。 

 大島地区と久賀地区の一部では、米ぬかをまいちょったらかなり寄ってくるらしいんですけれ

ども、橘地区と東和地区は、米ぬかなんかに一切見向きもしない。だからイノシシにも地域性が

あるようでございます。芋が大好きというんですが、芋とかタケノコですね。これも自分が掘っ

たんじゃないと食べんのですよ。我々が掘った残りをまいちょったんじゃ見向きもしてくれませ

ん。かなり管理が難しいということでございます。 

 昨年、実際に１頭以上を捕獲した人は、先ほど１０４名というふうに話がありましたけれども、

中でも１００頭以上を捕獲される方は９名でございます。上位の３０名の方が、２,３０７頭を

捕獲されている。この３０人の方でほぼほぼ捕られている。やはり年齢層が高い７０歳代、

８０歳代がメインでございます。今は高齢化の問題が大きな課題でございます。 

 まだ小ばなしが続きます。イノシシ１頭当たりに、町から委託料として７,０００円、幼獣も

成獣もですね。さらに国から成獣については、さらに７,０００円、それで幼獣についてはさら

に１,０００円ちゅうことで、つまりは、成獣──大人のイノシシ１頭につき１万４,０００円、

ウリ坊──幼獣について８,０００円ということでございます。 

 この金額を聞くと、イノシシはようもうかるんですねというふうに言われるんですけれども、

実際はそんなことないんです。あるハンターの例を申し上げますと、仮にその方の名前をシシム

ラさんとしましょう。この方は、令和２年に１０８頭の捕獲実績がありました。おお、すごいも

うかるねというふうに思われると思うんですけれども、内訳は成獣が９１頭、ウリ坊が１７頭、

委託料と国庫補助金の合計が１４１万円。おお、すごいねと思いがちなんですけれども、わなに

かかる消耗品とか、パトロールのガソリン代、そういった経費が年間で約４０万円、手取りが

１００万円ですね。そうすると、１日平均４時間、年間でいくと１,４６０時間です。これを割

り算すると、時給６８５円。もうからんのですよ。山口県の最低賃金８５７円、これ以下なんで

すね。１０８頭を捕ったとしても。 

 それで、さらにこの所得が上がったことで、この税金も高くなる。これ、何のために捕ったの

か訳が分からん。本当、捕ってくれてありがとうとは言われるんですけれども、やっぱりあまり
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割のいいものじゃないんですね。先ほども申したとおり命の危険を伴います。私は、先週、牙が

ここに刺さって、出血多量で死にゃあせんのですけれども、痛かったです。捕獲従事者の現実も

知っていただきたいということで、生の声であるシシムラさんという方の例をちょっと申し上げ

ました。 

 この島は、やっぱりイノシシの被害や事故をなくすには、私は徹底的に駆除──駆除という言

い方がいいかどうか分からないですけれども、捕獲をして、生息数を激減させるんが一番じゃな

いかというふうに思っています。そのためには、若い世代の捕獲従事者を育てることと、先ほど

の捕獲実績の上がらない捕獲従事者の捕獲意欲向上ですね。さらに現役の捕獲従事者のさらなる

捕獲意欲の向上を図ることが大切だと思っています。 

 それで、実は、その現役の方の捕獲意欲を減退させるようなことが１つあるんです。それは捕

獲証拠物提出のことでございます。捕獲したイノシシは、証拠としてしっぽを煮沸消毒、家で煮

込んで干して乾かして出すんです。それとプラスして現場で２枚ほど写真を撮ります。 

 その写真は、まず捕獲したイノシシを頭を右側に向けて、その捕獲した年月日と氏名、場所を

書いて、ボードを持ってこう置いて、一緒にイノシシとボードを一緒に写すんが１枚。さらにそ

の捕獲した個体にその日付を書く。今日だったら、Ｒ３．１２．１７．白いスプレーで書きます。

その先ほどの年月日と名前を書いたボードを持って一緒に写るんですね。この写真も厳しいんで

す。 

 例えば、頭が左に向いちょったらボツ。スプレーで日付を書き忘れることもあるんですね。こ

れもボツ。これは実際に窓口に持っていったら職員にこれはボツですと言われるんです。腹が立

つんですけれどね。そこは、言い方はまたしっかり指導しちょってください。 

 それで、委託料ももらえなければ、３,０２３頭のうちの１つにも数えてもらえん。何をした

かといったら、ただ殺生をしただけ、訳が分からんですよ。先ほども申しましたけれども、止め

刺しのときは、本当に命の危険を伴うんです。その命がけの闘いの後に、うっかり右と左を間違

えたり、スプレーを噴き忘れているちゅうのはあります。うっかりのミスなんです。本当不正を

しようとかそういう考えじゃないんです。 

 写真は、今、スマートフォンでほとんどが撮影されていますので、それにデータが残りますよ

ね。場所と日時、時間ですね。しかもしっぽなんかちゅうのは、１頭につき１本しかないんで、

もう不正のしようがないんです。それでも不正の防止のためとか、写真はイノシシを右に向けて、

日付をしっかりと打って撮らないと駄目ですよというふうな厳しい規定があるんです。うっかり

ミスですよ。議案のミスがどんだけある。それでも議会は開かれちょるんですよ。公共工事の写

真を例えば１枚撮り忘れた。それで工事代金を払わんのですかというふうなことも言いとうなる

んです。これは私の意見じゃないです。猟友会の方がそういうふうに言っていらっしゃいました。
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この件について、地域活性化・害獣・防災対策特別委員会でもしつこく言いましたけれども、い

かがお考えでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  瀬川産業建設部長。 

○産業建設部長（瀬川 洋介君）  まず、担当職員のそういう態度につきましては、しっかりと注

意をして対応をしていきたいと思います。 

 それと、現実的に今の厳しい基準といいますか、やっている私どもも心苦しいんです。非常に

ですね。せっかくやっていただいたのに補助金を受ける条件が整っていないからできないという

のは、歯がゆいところではあります。 

 かつて、この事業が不正が多発して、農林水産省が会計検査院に指摘を受けた経緯もあるそう

です。要は規定どおりにやらないと、裏表で２匹みたいな不正が横行したそうです。それでは、

もうこの事業自体が難しくなりますので、そのいわゆる仕組み、やり方を厳しくせざるを得ない

という部分があります。 

 ですから、条件が整わないと非常に心苦しいところではあるんですが、国からの支援金も出ま

せんし、それに合わせた町の委託金もちょっとだせないというのが現状でございますので、今後、

そのやり方の改良点ちゅうのは、農林水産省から示される場合もありますので、そういうときは

適宜対応していきたいというふうに思っております。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  今後、適宜考えるということは、また追跡できるという御判断

でよろしゅうございますかね。 

 昨年までは、１２月から３月の間の土曜日とか祝日というのは、外から猟犬を連れた猟が入る

ので、わなを外しとかんにゃいけんというふうな決まりがありました。土曜日にわなを外しに行

って、また日曜日にまたわなを仕掛け直すというふうな、この有害駆除より趣味のほうを優先さ

れるという、どうも訳の分からんルールがありました。今年は、その猟友会の申入れにより、そ

れが解消されました。 

 山口県では、鳥獣保護法では、くくりわなの直径は１２センチメートル以下というふうな決ま

りがあるんですけれども、県では１５センチメートル以内というふうな緩和をされております。 

 このようにその地域の実情に合ったルールや規制緩和をしていただくことで、先ほどの証拠物

の件など、わなの数の件ですね。より捕獲に取り組みやすい環境をつくっていただいて、イノシ

シ被害や衝突事故をなくして、町民の生命・財産を守る取組をより一層考えていただきたいとい

うふうに思います。 

 あれこれと申しましたけれども、私の質問というか、主張ですね。主張は以上でございます。

４年連続、４回目の質問をしなくていいように、しっかりとした対応をお願いいたします。 
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 毎回、私が言いっぱなしで終わって、町長には大変失礼をいたしておりますので、今回、町長

に一言をいただいて終わりたいと存じますので、どうかひとつよろしくお願いをいたします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  吉村議員より一般質問をいただきました。 

 まず、新型コロナウイルスワクチン３回目につきましても、課題を上げていただきました。 

 まず、この新型コロナウイルスワクチン３回目の接種に臨むにあたりまして、この１回目、

２回目の経験をしっかり生かすようにということ、そしてまた議員の皆さんからもコールセン

ターのことも御提案をいただいて、そのようにできる算段になっておるところでございます。 

 そして、何よりも郡の医師会の先生方にお世話になることであります。１回目、そして２回目、

そして３回目も郡の医師会の先生にも御意見、そしてまた御協力をいただくところであります。

この場を借りてまた御礼を申し上げたいと思います。 

 そして、地方創生臨時交付金に関しましても、これは新型コロナウイルス感染症の対策で新生

活様式であるとか、新型コロナウイルス感染症対策のために使うというものであります。着実な

予算執行を行うべきであります。その辺りに関しましては、できていないところがございました

ら、しっかりとできるように取り組んでまいりますし、まだできていないところがあるようであ

りましたら、そこはしっかりと努めてまいりたいと思っております。 

 そして、有害鳥獣についてであります。 

 サルについては、その目撃情報が途絶えておりますので、これをしっかりと確認をしてまいり

たい。そして、もし町内にサルがおるという場合には、どのような手はずを取っていくのかとい

うことも、しっかりと検討をしてまいりたいと──しっかりと実行してやっていくということで

あります。 

 そして、イノシシについて、こちらも吉村議員から実情をお話いただきました。岡﨑議員から

も質問をいただいて、このイノシシ対策というのは、前任の椎木町長のときから、捕獲と防御と

いうことで取り組んでおられます。そして、私もそれを引き継いでと思うところであります。や

はり私も地元におりまして、捕獲をしていただくと明らかに地域での出没が減ります。ただ、捕

獲をするということだけではなくて、やはり地域ぐるみでイノシシが来ないように、この地域を

しっかりとイノシシが歩きづらい、この耕作放棄地を少なくしていくとか、見晴らしをよくして

いくとか、そういったことも努めていくと同時に、やはり捕獲をしていただいている捕獲者の皆

さんにも感謝をしなくてはいけないなと思います。この場を借りてまた御礼を申し上げます。 

 今、現状お話のとおり、命がけで捕獲をしていただいております。そういったことも町民の皆

さん、なかなか御存じではない部分がありますので、そういったこともしっかりと町民の皆さん

に御理解をいただいて、御尽力をいただいていることをしっかりと御理解いただきたいと思って



- 142 - 

おります。 

 そしてまた、事故対策、看板についても、こちらもしっかりと町民の皆さん、そしてまた観光

客の皆さんにも、これは大変重要なお知らせでありますので、しっかりと取り組んでまいりたい

と思います。 

 あと処分場の建設ということであります。農林課のほうから私のところにもこういったものが

ありますという報告は受けております。ただ、その運用に関して、やはりそこには職員がずっと

つかないといけないのかですとか、その維持管理をする燃料がどのぐらいかかるのかですとか、

そういったことをしっかりと見ながら取り組んでまいるということでございます。 

 このようなところです。よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、吉村忍議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後３時19分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時30分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。１番、山中正樹議員。 

○議員（１番 山中 正樹君）  議席番号１番、公明党の山中正樹でございます。先ほどは、吉村

議員の少し笑いの入る形の中で、皆さんもリラックスされたかと思います。私は、本当になだら

かな凪の形での一般質問でありますので、どうか眠くならないようによろしくお願いいたします。 

 一般質問の機会を与えていただき本当にありがとうございました。 

 はじめに、コロナ禍で医療に従事していただいています関係者の方々、またデルタ株からオミ

クロン株へと変異していく中、ブースター接種、ワクチン接種に従事していただく方々に心より

感謝を申し上げます。 

 先々月、第４９回衆議院総選挙が終わりました。公明党は、２９議席から３２議席へと少し躍

進をさせていただきました。我々の代表は、今年の漢字は金となったと言っておられます。そし

て、代表自身は、強く思うのは、このコロナ禍で闘っている政治状況もありますけれども、その

点で医療体制をしっかりと支えてくださった方々の働きを見ると、医師、看護師、薬剤師など、

師匠の師ですね、つく方々を挙げて、それを師、これが漢字の一文字ではないかと、このように

おっしゃっておられました。 

 これからも国会から地方までのネットワークの３,０００人の議員が、大衆とともにをスロー

ガンに、現場第一主義を実践して働いてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 
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 それでは、通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 １項目めとしまして、電話詐欺防止についてでございます。 

 １つは、我が町として具体的にどのような防止をしているのか。 

 ２つ目には、迷惑電話、電話詐欺防止のため、自動録音装置付き電話購入の助成金実施につい

て、以上、２点でございます。 

 ２項目めとしましては、マイナンバーカードから地方創生についてでございます。 

 １つ目は、マイナンバーカード、縮めてマイナカードの普及と今後の取得目標でございます。 

 ２つ目には、デジタル化における行政手続の電子化の進捗状況でございます。 

 ３つ目には、高齢者向けのスマホ教室の早期実施についてでございます。 

 以上３点、お伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  それでは、山中議員の御質問の中から、私からはマイナンバーカードか

ら地方創生についての御質問にお答えをいたします。 

 １点目のマイナンバーカードの普及と今後の取得目標でございますが、マイナンバー制度は、

国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現するための重要な社会インフ

ラであることから、これらの機能を十分発揮させるためにも、マイナンバーカードの普及を国、

県、自治体が一体となって推進していく必要があると考えております。 

 本町におけるマイナンバーカードの交付状況を申し上げますと、令和３年１１月末現在でのマ

イナンバー交付件数は、５,８７３人の方が交付済みとなっており、交付率で申し上げますと、

３８.５３％という状況でございます。 

 今後、取得目標といたしましては、国は２０２２年、年度末までにほとんどの住民の方がマイ

ナンバーカードを保有していることを目指していることから、本町といたしましても同様の考え

ではございますが、全国での平均交付率は、３９.１％と低い状況であることから、国の制度設

計においてさらなる対策を講じていく必要があると考えております。 

 ２点目のデジタル化における行政手続の電子化進捗状況についてでございますが、本町では、

令和元年１０月１日からマイナンバー個人番号カードを利用して、全国のコンビニエンスストア

で各種証明書──こちらは住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、これらが取得でき

るコンビニ交付サービスを開始いたしました。 

 これは、全国のコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機──こちらはマルチコ

ピー機から取得できるサービスとなっており、遠くにお住まいの方で本町に本籍がある方も事前

に申請することで、戸籍証明書、戸籍の附票の写しも取得することができます。 

 また、児童手当、各種申請につきましても電子申請サービスを開始しておりますが、児童手当
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については、町内の対象者を把握できていることから、対象者へ直接申請書を送付して、漏れな

く支給されているため、実際に電子申請で受け付ける件数はございません。 

 今年度におきましては、現在、窓口支援申請システムを構築中であり、同時に行政手続等にお

ける書面規制・押印・対面規制の見直しについても行っており、今後は条例等から対象の抽出を

行い、関係各課による検証を行う予定としております。 

 最後に、高齢者向けのスマホ教室の早期実施の必要性につきましては、インターネットやコン

ピュータを使える人と使えない人との間に生じる格差、いわゆる情報格差デジタル・デバイドが、

高齢化が進む本町では、直近のデジタル社会における課題として考えております。 

 デジタル化の推進につきまして、国──こちらは総務省におきましては、デジタル社会の実現

に向けた改革の基本方針、令和２年１２月のものでありますが、こちらにおいて、誰一人取り残

さない、人に優しいデジタル化を掲げ、デジタル格差の解消を重要な政策課題として取組を推進

しているところです。 

 また、山口県におきましても、やまぐちデジタル改革基本方針の基本姿勢の１つの情報格差デ

ジタル・デバイドの排除を掲げ、国の取組に呼応しながら、デジタル化の恩恵を享受できるデジ

タル改革を推進しております。 

 御質問の高齢者向けスマホ教室につきましては、スマホ教室を旧町単位で開催できないか。関

係各課とも調整を行い検討しているところでございます。 

 また、通信環境につきましても、御家庭にインターネット環境がない状況にも対応できるよう、

新たに大島文化センター、橘総合センター、東和総合センターなど、公民館、図書館で児童生徒

がＷｉ─Ｆｉを利用できるように、Ｗｉ─Ｆｉ環境の構築、拡充を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、お願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  山中議員の電話詐欺防止についての御質問にお答えいたします。 

 はじめに、本町における、うそ電話詐欺による被害状況について御説明いたしますと、平成

２９年に４件被害が発生し、令和元年と令和２年にそれぞれ１件ずつの被害認知がされている状

況でございます。 

 このように本町では、被害認知件数自体は少ない状況ではございますが、山中議員が言われる

とおり、全国的にはまだ多くの被害が確認されており、高齢化が進展している本町においては、

今後被害が増えることも考えられます。 

 そのことから、本町では警察をはじめ、柳井地区広域消費生活センターなどの関係機関と連携

し、防犯意識の向上のための啓発活動に重点を置いて推進しており、今後も引き続き町民の方々



- 145 - 

が被害に遭わないように取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、自動録音装置付き電話購入の助成についての御質問でございますが、国の事業の実施結

果によると、自動録音装置付き電話を設置したことにより、不審な電話そのものが減少し、

９６％の設置者が安心できたと回答しているなど、設置することにより安心、安全に生活するこ

とに効果があることが示されております。 

 しかしながら、１市４町で運営しております柳井地区広域消費生活センターにおいても同様に

通話録音装置の貸出し事業を行っておりますが、本町の住民の方々への貸出しは、令和元年、令

和２年にそれぞれ１件ずつ、令和３年度は１１月現在において、３件の貸出しに止まっている状

況であり、返却後、通話録音装置等を購入することは、極めてまれなケースとなっております。 

 電話詐欺に遭われた方々は、ふだん自分はだまされないと思っていたと多くの方が言われてお

ります。そのことが貸出し件数や購入等の相談数に現れていると考えられます。まずは不安をあ

おることなく、自分はだまされない、このことについての意識改革、そのための啓発活動からは

じめていき、貸出し件数や相談数が増加するような状況になれば、再度助成について考えてまい

りたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  山中議員。 

○議員（１番 山中 正樹君）  電話詐欺防止についての今御答弁をいただいた内容から、お話を

させていただきます。 

 私も柳井警察署に行きまして、いろいろと今の電話詐欺の状況を確認してまいりました。恥ず

かしながら、柳井ポリスニュースというのがＥメールで発信されているんですけれども、私は知

らなかったので、すぐさまそれを登録しましたら、何と何と来るわ来るわ、その中に３回に１回

は電話詐欺のニュースでございます。それはつい最近のことばっかりで、全て新しいものでござ

います。 

 皆さんも多分こういうことは登録されて状況を知っておられるかと思いますが、幸いのところ、

今、お話が部長からありましたように、通話録音のできる装置を町民がまだまだ借りている件数

が少ないというお話でございますけれども、まずは借りるとしても、その情報ですね。情報は、

前々回ですか、一般質問をさせていただいたときにチラシをすぐさま広報と一緒に配っていただ

いて、本当にあのときは素早い対応だなとこのように思ったんですけれども、あれについても残

念ながら借りようと思っても、まず電話はするということなんですけれども、そして柳井のほう

から持ってきてくれて、こちらの商工観光課の方と合わせて、その方のお家に行ってつけてくれ

るという非常に温かい大変なありがたいサービスなんです。期間は３か月なんですね。４か月目

に来るんじゃないかなと、電話がね。 

 いろんなことを考えてくると、電話のこの通話録音装置、迷惑電話防止装置がついたことによ
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って、その町民が新しい電話から機器を変える。今までのあった電話のその通話録音装置がある

もないも関係なく、新しいシステムのものを借りれるというか、買うことができるという。これ

が私の言いたいところなんですね。これからもし起きたとしても、いろんなこのポリスニュース

を見ていますと、大変なことがいっぱい起きております。近隣の岩国市でも１,５００万円、柳

井市でも数千万円、それから山口県下では５０万円の金額がずらずらとこう並んでいくんですね。 

 じゃあ、なぜ周防大島町ではそういうことが発生しないのかということを考えたりしますと、

単純なところ、そのＡＴＭを使って払うその場所が少ない。だからこそ、それで１つは止まって

いるんだろうと。しかしながら、今は受け子が、その電話巧みによって自宅まで来て、そこでお

金を取るというこんなことが十分考えられたりもします。 

 今は、自宅にタンス預金をして、数十万円とか何百万円単位でお金を置いていらっしゃる方が、

この周防大島町にもいらっしゃるんじゃないかなということは思います。警察に届けるというこ

とは、本当に皆さん御存じのように氷山の一角でありまして、その他の方で届けていないそうい

う方もたくさんいらっしゃるだろうと。仮に届けてそれが家族に知れたら、その方は当然高齢者

の方ですから、どんな状況下に置かれるかということも想像ができるかと思います。 

 家族から非難され、いろんなことを言われて、自分がもうあと何年か、何十年か分からない、

そういった中で孤立化してしまって、悩み悩んで、それで頭を抱えて誰にも言わずに一人抱え込

んでしまうと、そういったことが発生するかも分かりませんが、この一助として、その給付金、

助成金を活用することによって買うことができるんじゃないかと。やはり電話をするにしても

１つの勇気が要りますから、そういったことが町のほうに問合せをすれば、そういった方法があ

りますよということをぜひお願いしたいなと、このように思っております。 

 その件は、ぜひこれからも何度か状況を見ながら、迷惑電話の件について助成をお願いしたい

と思いますけれども、高齢者の方というのは、どうでしょうかね、仮にＡＴＭへ行って、なぜそ

こでだまされてお金を入れてしまうのかということは、一番最初に気づいていただきたいのは、

電話をしながらＡＴＭを触っているという方は、もうこれは危ない。それはもう完全にだまされ

て、その場でお金を振り込もうとしているわけですね。 

 やろうとして手続をやっていたら、大体５万円単位で電子マネーカードというのが買えるんで

すね。しかし、そこには大きく画面いっぱいに、これは詐欺ですと出るんですよ。しかし、それ

を簡単に電話でしているやからは、クリアさせるんです。そうすると、次のところに行って５万

円の何でしょうか、紙が出てくると。それが何回かすれば、すぐに何十万円になって、それを電

話でＩＤを全部言うことによって、もう向こうのお金になってしまうと。あるときに、あっと気

がついてなってしまうと。 

 まだまだ電話での詐欺はたくさんあります。そこで、これもちょっとネットの中で見たんです
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けれども、何と７０歳の税理士さんが、こんなことにだまされます。だまされる方は大体が、電

話詐欺は還付金です。お金が返ってくるからということで、その電話に出てしまうんですが、そ

のもう１回言いますけれど、電話に出るまでの防御をするのが、先ほど言った通話録音装置の付

いている迷惑電話防止装置だということでございます。 

 この方は、名古屋市の税理士さん、７０歳の女性ですけれども、累積医療費をお返ししますと

いうことで区役所の職員から電話がありました。何と何とこれで９０万円をだまし取られたとい

うのが、今じゃないですよ、次の日になって気がついたということです。これだけ巧みに電話詐

欺は、やからが動いているということをぜひ頭の中に置いていただきたいと思います。 

 ですから、防御としては、先ほどの柳井地区広域消費生活センターのほうからも借りられる通

話録音装置もあります。しかし、そのこちらの助成金のことも合わせて、ダブルでそれを防いで

いったらいいんじゃないかなと、このように考えておりますけれども、その点、御意見をお伺い

したいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  山中議員の御質問のダブルでそういった防止を図ったらどうかとい

う御質問でございますが、現在、防犯機能がある固定電話は、低廉なものから高価なものまで多

く販売しております。その固定電話の新規購入への補助については、現時点で実施する予定はご

ざいません。 

 しかしながら、今後の犯罪情勢と申しますか、社会情勢等を踏まえ、貸出し件数や相談数が増

加するような状況になれば、検討していく必要も感じておりますが、まずは本人や御家族などの

購入を検討すべきではないかと考えております。 

 本町といたしましては、町民の方々が被害に遭わないよう警察や関係機関と連携しながら、防

犯意識の向上のための啓発活動に重点を置いて進めていきたいと考えております。 

○議長（荒川 政義君）  山中議員。 

○議員（１番 山中 正樹君）  ありがとうございます。一番願っているのは、何でもそうですけ

れども、防止というのは事前に未然に防ぐところに大きな意味がありまして、例えば、例はあま

り正しくないかな。道路がありました、子供たちが道路を横断しています。横断歩道があるんで

すけれども、そこで事故が起きたと、前々から信号をつけろと言っているじゃないですかという

ふうに親御さんが言っていたとしたら、やっとそこで信号をつけるようなそんな動きにだけは、

金額的なものもあったりしますので、最低条件の中で各世帯、位置、年齢条件を決めて、金額を

決めればその効果とかいうことは、助成金ですので満額払うわけじゃないですから、５,０００円、

７,０００円を補助するという、助成するということは非常にためになるんじゃないかなと思い

ます。 
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 これは、うちのまだ町にはあまり適していないですけれども、５５０円とここに単価が書いて

あるんですけれどね。限定販売で各家庭に５分間の自動録音ができるという簡易型のものを全世

帯に配ったという、こういったニュースが載っておりました。これはどこでしたっけ、ちょっと

担当課の中元課長にも渡しておりますので、ぜひ電話防止作戦──電話詐欺防止作戦については、

そのような形でお願いしたいと思います。 

 次に、マイナンバーカードについて質問をさせていただきます。 

 先ほど町長からいただきましたマイナンバーカードの普及と今後の取得目標ということであり

ますけれども、今、山口県では、令和３年１１月からデジタルトランスフォーメーションを支援

する、やまぐちＤＸ推進拠点Ｙ─ＢＡＳＥ（ワイベース）というのが開設されました。ここはＮ

ＴＴドコモとかＮＴＴ西日本が協力して、最先端のデジタル技術の体験とか、専門スタッフによ

る相談技術支援、３番目には技術やアイデアの実証実験、セミナーや研修などの学習・交流とい

った、この４つの機能を持っているということであります。 

 全国の知事会のデジタル社会推進本部長は、山口県の村岡知事がされているわけですけれども、

この中でもぜひ新たな価値・創造へのソリューションを生み出していきたいと、こういうふうに

意気込みを語っておられます。ぜひ私も近々ここに行って、このようなものがどういうものかと

いうことを見学を、このようにしていきたいと思っております。 

 また、マイナンバーカードについても、先般話がありましたように、マイナンバーカードを持

っている方、申請がまだ終わっていない方、持っていても申請が終わっていない方もいますし、

これから申請する方にも５,０００ポイントのマイナポイントが付く。あわせてその次は、健康

保険証、これをひもづける。３番目には、口座をひもづけすることによって、それが可能になる

ということで、合計２０,０００ポイントのマイナポイントを付けることができると、こういう

ふうな形なんですが、その実施時期、まだ確定はしていないかと思いますけれども、できたら教

えてください。 

○議長（荒川 政義君）  大元病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（大元 良朗君）  山中議員の御質問にお答えいたします。 

 マイナンバーカードの健康保険証利用につきましては、令和３年１０月から利用できるように

なっております。 

 マイナンバーカードを各医療機関の窓口のカードリーダーにかざすことで、保険情報等を確認

できますので、健康保険証の提示が不要となります。 

 なお、マイナンバーカードの保険証利用は、事前に国のオンラインサービスでありますマイナ

ポータルの登録が必要でありますので、各医療機関の窓口でも登録ができますので、気軽に御相

談いただけたらというふうに思います。 
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○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  山中議員の御質問のマイナポイントの実施時期についてでございま

すが、まだきちっとしたものは通知が来ておりませんので分かりませんが、令和３年１２月９日

付で、総務省からの事務連絡によりますと、これまで実施してきたマイナポイント事業、第一弾

ですね。これは令和３年１２月３１日で終了となりますが、令和３年１１月１９日に閣議決定さ

れた、コロナ克服新時代改革のための経済対策において、マイナポイント第二弾案が新たに実施

されることであり、必要な経費が令和３年度補正予算案に盛り込まれているとのことであります。 

 正式な事業実施の決定は、補正予算成立後となりますが、現時点で予定されている制度内容等

につきましては、マイナポイント第二弾案のポイント付与対象として、１点目は、マイナンバー

カードを新規取得した方等に最大５,０００円相当のポイントを付与するものでございます。 

 これまで令和３年４月までにマイナンバーカードを申請した方が対象でございましたが、この

期限を撤廃し、マイナンバーカードを取得された方でポイントを申し込んでいない方、全ての方

が申請が可能となります。 

 ２点目は、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録を行った方に７,０００円相当

のポイントを付与するものでございます。 

 ３点目は、公金受付口座の登録を行った方に７,５００円相当のポイントを付与するものでご

ざいます。 

 マイナポイント第二弾案のポイント付与開始時期等につきましては、１点目のポイントにつき

ましては、令和４年１月１日からポイント申込み、付与を開始する予定となっております。 

 ２点目、３点目のポイント申込み付与の開始時期については、現時点においては未定となって

おります。 

 また、マイナポイント第一弾へ申し込んだ方への取扱いといたしましては、令和３年１２月末

までにマイナポイント第一弾へ申し込んだ方で、２万円のチャージやお買物を行っていない方、

５,０００ポイントの付与権利を満たしていない方の令和４年１月１日以降のチャージやお買物

に対しても、上限までポイントの付与を行うこととしております。 

 なお、マイナポイント第二弾案は、国の令和３年度補正予算案に基づくものであり、現在国会

において審議されていることから、今後変更があり得ることを御留意いただければと考えており

ます。 

○議長（荒川 政義君）  山中議員。 

○議員（１番 山中 正樹君）  ありがとうございます。先ほど健康保険証のひもづけは、

７,０００ポイントとおっしゃっていましたが、７,５００ポイントの間違いだと、このように思

います。（「すみません」と呼ぶ者あり）はい。 
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 そこで、ちょうどこれがいい機会なんですけれども、これもある市と区で、全国で１位の石川

県加賀市の取組を少し御紹介したいと思います。 

 何とここは、人口の７割以上が取得をされているそうでございます。いかにこれに重点を充て

て取り組んでこられたかということが、この数字だけを見たら分かると思いますね。 

 それは、人口が約６万５,０００人の加賀市、昨年は４月時点ではマイナンバーカード普及率

が１３.４％と低迷したけれども、その後、１年半の間に市民の５７.３％が新たに取得したと。

その取得したやり方というのが、マイナンバーカードをデジタル化の身分証に──これは違いま

すね。市内の中の７か所に特設窓口を開いてそういった対応に当たっていると。だから市がその

ことについて非常に重点として力を注いだ、その結果が全国１位のこの形になるわけですね。 

 ということは、こういうものがそういう形で進んでいるということは、非常に市にとっても、

後でありがたいことがいっぱい出てくるわけですね。 

 例えば、健康保険証もそうですし、何でしょうか、手続上のものがその１枚で済むという。だ

から私も今までは直していたものを今出してきて、これからすぐに入れて健康保険証のひもづけ

をしたいなと、このようにも思っております。 

 そこで、中央大学の安念教授は、このようにおっしゃっていますね。外出中に困難を抱える高

齢者ほど──失礼しました。これはちょっと違いますね。次のスマホです。そのときにこのマイ

ナンバーカードを持っていると便利だということをまずは私たち、行政の方がどのようにしてそ

れを訴えるか、身近で。そこに大きなポイントがあるんじゃないかと、このようにここではおっ

しゃっておられます。 

 続いて、私が今回１番一般質問したかった内容なんですけれども、前回に一般質問させていた

だいたときに、そちらのほうから回答をいただいた内容なんですけれども、今、既にシニアの方

がパソコンの教養講座を開いている、それに連動してやっていきたいという、私にとってはちょ

っととんちんかんな回答が返ってまいりました。スマホとパソコンを一緒にできるわけがありま

せん。 

 したがって、先ほど総務省の話が出ましたけれども、１人も取り残さないというのが、今回の

スマホの件についての大事な大事な教室のことでございます。今まで私が調べましたら、この周

防大島町で２回スマホ教室が行われております。１つはＮＴＴかＮＴＴドコモが、どっちかはち

ょっと忘れました。もう１つはソフトバンクが行っております。 

 その中で、その担当者と話はすることができたので、内容をちょっとお話しますと、皆さん喜

んでおらましたと、平均的に２０人前後でされるみたいですけれども、年齢は６５歳、７０歳。

私は６６歳ですけれども、ちょうど私がパソコンじゃなくてワープロを触った頃、吉永小百合さ

んが宣伝して高価な高価なワープロでした。たった１行でしか字が打てないという。この頃にそ
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れを難しいとか、いや、手書きがいいんだと言って取り残されている方が、その世代から上であ

ります。 

 したがって、私が今６６歳ですから、この７０歳前後の方がこのスマホとか、パソコンについ

ては、そういった仕事を専門にやっておられない限りは、全然手がつかないなと、このようにな

ってくるんじゃないかと思います。 

 そこで、そのスマホ教室についても、年齢制限を６５歳前後、７０歳ぐらいでやるとか、機器

もみんなキャリアのショップが持ってまいります。そこに参加する人は、買いたいけれども、一

歩足を踏み出すことができない。そして、持っているけれども、操作方法が分からないというの

が大半です。 

 もう１個、肝心なのが、料金体系が、菅前総理がやってくれたあの画期的なスマホの料金プラ

ン、これを全然変更も何もしていないと。私は２万円も払っていました。それは変更しました。

半額です。この１万円の差、ましてや１人だったらネットを使うとか、形で大きく料金は変わっ

てくるんでしょうけれども、それが１年間で数万円、ひょっとしたら５万円、１０万円に変わっ

ていく。 

 もっといいのは、子供たちが携帯を使って授業でもそうです。いろんな情報を得るためには、

データ容量というのがありますから、ギガバイトというんですけれども、私の場合はそのギガバ

イトが５ギガから１５ギガに増えて金額が半分。今は残ったギガバイトをそのまま翌月まで持ち

越しができると。なおさら本当にありがたい、ありがたい形で今はスマホプランを変更しました。

こういうことも受講者の方は知らないということでございます。 

 今は、スマホがどのような形で活用されていくかといいますと、まず免許証もスマホに取り込

まれます。それから、今日、ニュースを見ていたんですけれど、もう近々です。ゴールド免許の

方は、そこに免許証更新に行かなくても自宅で講習が受けられると。もうこういう時代は目の前

に来ているという。だからいかにスマホをつかいこなせるかによって、これから町の行政の方た

ちも非常に前に向かって明るい未来が、光が差し込んでくるということを覚えていただけたらあ

りがたいなと、このように思います。 

 ぜひそのスマホ教室の開催にあたって、どのように今考えていらっしゃるか、御意見をお伺い

したいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  大下総務部長。 

○総務部長（大下 崇生君）  山中議員のスマホ教室の開催についてでございますが、高齢者向け

スマホ教室の開催につきましては、マイナンバーカードの普及促進に伴う行政手続のデジタル化

に高齢者を取り残さないよう、大手通信キャリア会社と協力して、スマホ教室を旧町単位で１教

室４回、基本編とか応用編とか活用編などの計１６回の開催ができないか、検討しているところ
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でございます。 

 １教室１０名程度で募集を行い、高齢者に限らず、初めてスマホを使う方も対象にできればと

考えておるところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  山中議員。 

○議員（１番 山中 正樹君）  ありがとうございます。私たちは、ノウハウを持っていませんか

ら、ぜひ来年度の予算からは、国のほうから予算が出るはずだと思いますけれども、それをぜひ

使っていただいて、早急なる実施をしていただけたらと、このように思います。 

 ３大キャリアがショップを持ちながらこのスマホ教室を推進しているわけですけれども、柳井

は、たしかなかったんですね。光まで行ってはじめてそういうショップがあるということで、そ

ういう方と連携を取って主催は周防大島町がやる。しかし、講師は招いたらそこでやるお金はた

だです、ただ。若干の予算はあるかも分かりませんけれども、スマートフォンも持ってくる、テ

キストも持ってくる。応用編としてＬＩＮＥの使い方から、そしてその中にプラスして、簡単に

やってもらいたい行政からの手続をスマホでやるという、こういうことも合わせていけば、非常

にその取り残さない世代、７０歳の方たちが増えるんじゃないかなと思います。 

 ７０歳以上の高齢者の方が、約６割がスマホなど触ったこともないというか、というふうに答

えているというふうに、この総務省では言っております。ぜひ総務省が、誰一人取り残さない、

人に優しいデジタル化の基本方針を踏まえて着手しておりますので、既に民間のショップが動い

ているということですので、ぜひその辺を活用しながら、この１３市６町の中で、この周防大島

町がさらなる前向きに活動していったらいいんじゃないかなと思います。 

 町長も１年たちました。こういった新しい活動方針の中で、どのような形で決意されているか、

最後にお聞きしたいと思います。町長、お願いします。 

○議長（荒川 政義君）  藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  山中議員に一般質問をいただいて、御提言をいただきました。 

 まず、電話詐欺の件に関しまして、やはりこの周防大島町は、高齢者の方が多く、また独居高

齢者の方もたくさんいらっしゃいます。そのような皆さんにとっては、やはりこの電話詐欺とい

うのは、非常に不安なものがありまして、その解決のためには、やはり皆さんにこういうことが

あるという情報を共有していただくことが大事だと思います。町のほうでも、しっかりと広報を

してまいるようにして、努めてまいります。 

 そして、もう１点のマイナンバーカード、そしてまた情報格差についてのところでありますけ

れども、このマイナンバーカードは、国のほうでもこの利用の促進を促されておるところでござ

います。なかなか加入率が進まないところでございますけれども、こちらも町のほうでしっかり

と広報していくというところでございます。 
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 そして、スマホ教室でありますけれども、私もこのスマホを活用するということを町民皆様に

また努めていただいたらなと思っております。というのも、先般２回目の新型コロナウイルスワ

クチン接種についても、ネット予約を導入しました。今回の３回目もネット予約を行います。は

じめは、いや、高齢者の方はネット予約はちょっと無理でしょうというふうなことで、ネット予

約はしなかったという経緯があったわけです。ですが、後で町民の皆さんの声を聞くと、いやい

や、そういうことではなくて、分かる人に聞いてでもネットで予約したのにというような声もあ

りました。 

 このネット予約というのは、ワクチンネット予約は、これは時間に関係なく夜中でも早朝でも

予約は取れるわけでございます。そちらにある窓口を開いておくことによって、コールセンター

のほうも、そちらでとっていただくとコールセンターにも余裕が出てくるので、それはコールセ

ンター、電話しかできない方にとっても有益になってくると、有効になってくるということであ

りますので、そういった面でも町民の皆さんのデジタル化というか、デジタルに対するこの便利

さを知っていただくということは大事になってくると思います。 

 スマホ教室も、やはり皆さん、実際に手に持ってやっていただく、そしたら意外と使えた、意

外と便利だったというふうなこともあると思いますので、そういったことを促していくという御

提言をいただきました。しっかりと努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、山中議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（荒川 政義君）  以上で、本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日は、これにて散会をいたします。次の会議は、１２月２１日火曜日、午前９時３０分から

開きます。 

○事務局長（大川  博君）  御起立願います。一同、礼。 

午後４時11分散会 

────────────────────────────── 


